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令和 2年度宿毛市当初予算

宿毛の教育について

宿毛市へのふるさと納税
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農業研修農業研修　　in  ( 一社）スタートアグリカルチャーすくもin  ( 一社）スタートアグリカルチャーすくも

（一社）スタートアグリカルチャーすくも
農業の担い手育成のため昨年度発足した農業公社です。
研修生がイチゴの栽培をしながら農業研修に取り組んでいます。
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図書の寄贈（3 月 19 日（木）寄贈）

（公財）坂本報效会（理事長 坂本 嘉廣　様）から坂本図書館へ合計
118冊の図書を寄贈していただきました。ありがとうございました。
◆寄贈図書　大江健三郎全小説／シリーズ日本の中の世界史／日本
の伝説／ 10 歳までに読みたい日本名作／ＳＦショートストーリー
傑作セレクション　ほか

 問  坂本図書館　☎ 63-2654

寄贈のお礼

 問  商工観光課　☎ 63-1119

　大島桜公園頂上から「宿毛リゾー
ト椰子の湯」近くの市道「大島中
央線」へ接続するオフロード（未
舗装路）のサイクリングロードが
開通しました。

大島桜公園サイクリングロード完成

図書カードの寄贈（3 月 17 日（火）寄贈）

国際ソロプチミスト幡多から坂本図書館に図書カード（3 万円分）
を寄贈していただきました。ありがとうございました。
購入した図書は、1 階の新着図書コーナーに展示の後、2 階の「国
際ソロプチミスト幡多文庫」の書架に配架となります。

令和 2 年度　宿毛市金婚夫婦表彰式
　四万十市で開催される高知新聞社等主催の「金婚夫婦祝福式典」に合わせて「宿毛市金婚夫婦表彰式」
を執り行います。該当されるご夫婦はぜひご参加ください。宿毛市では出席される方々を無料送迎バス（12
時 30 分　宿毛文教センター発）で送迎いたしますのでご利用ください。

 問  企画課　☎ 63-1118

第 63 回　金婚夫婦祝福式典

日  時 9 月 1 日（火）14 時～　
場  所 新ロイヤルホテル四万十
資  格

昭和 45 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日に結婚された県
内在住のご夫婦（期間以前でも初参加なら可）
申込先 〒 780-8666　高知市本町 3-2-15　

（株）高知新聞企業事業企画部「金婚式」係
☎ 088-825-4328　

締  切 6 月 8 日（月）必着

申込方法

お二人の氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、職業（無
職の場合は元職）、郵便番号、住所、電話番号、結
婚記念日、氏名等の新聞掲載可否を明記したものを
申込先まで郵送してください。（戸籍抄本は不要です）

主　催（株）高知新聞社
RKC 高知放送

（社）高知新聞社会福祉事業団
※インターネット申込の詳細は高知新聞社企業ホームページでご確認ください。
※代理申込の場合は必ずご夫婦の同意を得たうえで、記入者の氏名、ご夫婦との関係、電話番号を明記し、お申込みください。
※ご夫婦にまつわるエピソードがございましたら、便箋等にお書きいただき同封ください（任意）。取材の参考にさせてい
　ただく場合がございます。
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　宿毛市では南海トラフ地震などの大規模災害を想定
する中で、発災直後の迅速な対応が非常に重要なため、
平時から様々な対策を講じています。そういった事前
復興の観点から市役所庁舎・保育園・宿毛海上保安署・
宿毛警察署・幡多土木事務所宿毛事務所などが移転す
るため、現在、小深浦地区と錦地区にまたがるエリア
の高台造成工事を進めています。
　新たに生まれるこの高台エリアが市民の皆さんから
親しまれるよう、地区の名称を募集します。地区名が
決定したら、広報すくも、宿毛市ホームページなどで発表します。

　令和元年度受付分（令和 2 年 3 月末現在）として、のべ 30,091 名の方にご寄附をいただきました。
寄附総額   3億 9,781万 9,243円

　令和元年度は、合計　2 億 1,803 万円を様々な事業に活用させていただきました。
　（いただいた寄附金は、その使途ごとに基金に積み立て、必要な事業に取り崩して活用しています。）

 問  都市建設課　☎ 63-1120　   63-2210

 問  企画課移住定住推進室　☎ 63-1118

地区名の募集

宿毛市へのふるさと納税

たくさんのあたたかいご支援、本当にありがとうございました。宿毛市発展のため、大切に活用させていただきます。

●通学用のヘルメット購入事業 ●事務系事業立地促進事業

●お花おもてなし事業 ●水生生物調査学習授業など 40 事業

募集期間  5 月 1 日（金）～ 6 月 30 日（火）
募集資格  宿毛市在住または宿毛市に通勤 · 通学している小学生以上の方
応募賞  応募者全員の中から抽選で賞品をプレゼントします。※当選は賞品の発送をもって代えさせていただきます。

募集方法  宿毛市ホームページ（QR コード）から投稿または都市建設課および各支所、宿毛市ホームペー
ジおよびにある応募用紙に必要事項をご記入のうえ、市役所および各支所に設置した応募ＢＯＸ
に入れご応募ください。※郵送（当日消印有効）、FAX でも応募できます。

注意事項  応募用紙をご確認ください。
選定基準  審査は、次の基準で選定を行います。

●語感の響きがいい　●印象的である　●親しみやすい　●覚えやすい
●オリジナル性が感じられる（市内における地域の地名などと重複していないこと）
応募先  都市建設課　国土調査係　〒 788-8686　桜町２番１号 

イメージ図

令和元年度活用事例
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令和 2 年度　宿毛市当初予算
一般会計総額　158 億 7,234 万 8 千円

  

用
語
解
説

【
歳
入
】

●
地
方
交
付
税

行
政
が
仕
事
を
し
て
い
く
た
め
に
標
準
的
な
経

費
を
算
出
し
自
治
体
の
収
入
で
足
り
な
い
部
分

に
つ
い
て
国
か
ら
交
付
さ
れ
る
も
の
。

●
市　

債

道
路
の
改
良
や
建
設
事
業
な
ど
を
行
う
際
の
、

事
業
費
に
対
す
る
財
源
不
足
を
補
う
借
金
。

【
歳
出
】

●
民
生
費

子
ど
も
・
高
齢
者
・
障
害
者
な
ど
の
福
祉
や
人

権
政
策
な
ど
の
た
め
の
費
用
。

●
衛
生
費

ご
み
処
理
な
ど
の
環
境
整
備
や
検
診
、
予
防
接

種
な
ど
の
た
め
の
費
用
。

●
扶
助
費

障
害
者
、
高
齢
者
、
児
童
、
生
活
困
窮
者
な
ど

を
援
助
す
る
た
め
の
費
用
。

●
公
債
費

市
債
を
返
済
し
て
い
く
費
用
。

●
物
件
費

委
託
料
（
ご
み
の
収
集
業
務
、
シ
ス
テ
ム
の
保

守
業
務
な
ど
）、光
熱
水
費
、電
話
料
、郵
便
料
、

事
務
用
品
や
旅
費
な
ど
の
費
用
。

●
補
助
費
等

各
種
団
体
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
補
助
金
、
一
部
事

務
組
合
（
消
防
、
ご
み
処
理
な
ど
）
へ
の
負
担

金
な
ど
の
費
用
。

●
普
通
建
設
事
業

道
路
、
公
園
、
住
宅
、
港
湾
な
ど
の
施
設
整
備

の
費
用
。

性質別歳出　年度別比較表

その他の経費災害復旧事業普通建設事業
維持補修費

補助費等物件費公債費扶助費人件費
令和 2年度
158億 7,234万
8千円

令和元年度
146億 3,474万
6千円

19億 7,329万

6千円
23億 2,454万

3千円
12億
3,043万
6千円

13億
485万
8千円

17億 6,582万

5千円
25億 1,969万

3千円
15億 4,520万

3千円
18億 8,634万円

22億 1,136万

2千円
21億 9,603万

2千円

11億
325万
1千円

12億
3,762万
4千円

17億 4,380万

5千円

8,374万 5千円

48億 8,137万 8千円

2億 2,459万

21億 9,059万

1千円

8,455万 2千円

款　別 予算額 構成比

自

主

財

源

市税 21 億 9,321 万 7 千円 13.8%
分担金・負担金  　　　 3,266 万円 0.2%
使用料・手数料 5 億 694 万 9 千円 3.2%
基金からの繰入金 7 億  7,171 万 5 千円 4.9%
その他自主財源 3 億 9,785 万 7 千円 2.5%
合計 39 億 239 万 8 千円 24.6%

依

存

財

源

地方交付税 41 億 5,000 万円 26.1%
国庫支出金 21 億 8,259 万 7 千円 13.8%
県支出金 11 億 2,398 万 4 千円 7.1%
市債 38 億 3,822 万円 24.2%
その他依存財源 6 億 7,514 万 9 千円 4.2%
合計 119 億 6,995 万円 75.4%

総　計 158 億 7,234 万 8 千円 100.0%

款　別 予算額 構成比
民生費 47 億 8,728 万 4 千円 30.2%
教育費 35 億 4,615 万 5 千円 22.3%
総務費 25 億 260 万 2 千円 15.8%
土木費 15 億 5,122 万 3 千円 9.8%
公債費 11 億 325 万 1 千円 7.0%
衛生費 8 億 4,387 万 4 千円 5.3%
農林水産業費 6 億 4,014 万 8 千円 4.0%
消防費 4 億 4,437 万 6 千円 2.8%
災害復旧費 2 億 2,459 万円 1.4%
議会費ほか 1 億 3,078 万円 0.8%
商工費 9,806 万 5 千円 0.6%

総　計 158 億 7,234 万 8 千円 100.0%

依存財源自主財源

市債
（24.2％）

県支出金（7.1％）

国庫支出金
（13.8％）地方交付税（26.1％）市税

（13.8％）

分担金・負担金
（0.2％）

使用料・手数料（3.2％）
基金からの繰入金（4.9％）
その他自主財源（2.5％） その他

依存財源
（4.2％）

議会費ほか
（0.8％）

災害復旧費（1.4％）
消防費（2.8％）
農林水産業費（4.0％）
衛生費（5.3％）
公債費（7.0％）

土木費
（9.8％）

総務費
（15.8％）

教育費
（22.3％）

民生費
（30.2％）

商工費
（0.6％）

歳
入

歳
出

（千円未満四捨五入）

歳入 歳出（目的別）
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一
般
会
計

　

本
年
度
の
一
般
会
計
予
算
は
、
産

業
振
興
・
観
光
振
興
・
防
災
対
策
・

人
口
減
少
対
策
・
子
育
て
支
援
対
策
・

高
齢
化
社
会
対
策
・
文
化
芸
術
と
ス

ポ
ー
ツ
振
興
を
重
要
施
策
に
位
置
付

け
、
宿
毛
市
の
「
ま
ち・ひ
と・未
来
」

の
た
め
に
実
効
性
の
あ
る
予
算
編
成

を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
総
額

は
1
5
8
億
7
，2
3
4
万
8
千

円
と
な
り
、
前
年
度
よ
り
12
億
3
，

7
6
0
万
2
千
円
、
約
8
．
5
％
の

増
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
厳
し
い
財
政
運
営
が
予
想

さ
れ
ま
す
が
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中

で
よ
り
効
率
的
、
効
果
的
な
運
営
に

努
め
て
い
き
ま
す
。

一
般
会
計
の
主
な
事
業

「
食
」を
活
用
し
た
地
域
活
性
化
事
業　

2
，9
0
4
千
円

地
域
資
源
（
地
域
の
産
品
、
地
域

の
取
り
組
み
）
の
棚
卸・整
理
（
取

り
ま
と
め
）に
よ
る
情
報
発
信（
情

報
の
一
元
化
）
に
よ
り
地
域
資
源

を
消
費
者
（
市
内
外
）
に
対
し
て

P
R
す
る
と
と
も
に
、「
食
」
と

「
自
転
車
」
を
合
わ
せ
た
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
事
業
の
実
施
に
よ
り
地

域
の
魅
力
を
発
見
・
発
信
す
る
も

の
。

	

地
域
農
業
の
実
践
と
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ

ン
事
業　
3
，1
9
8
千
円

ハ
ウ
ス
イ
チ
ゴ
栽
培
を
研
修
し
地

域
農
業
を
実
践
す
る
と
と
も
に
、

市
内
外
へ
の
特
産
品
の
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
・
販
促
活
動
を
行
う
新
た

な
農
業
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
、

地
域
お
こ
し
協
力
隊
を
採
用
す
る

も
の
。	

	

宿
毛
市
産
材
活
用
木
育
事
業

1
，3
0
0
千
円

森
林
に
恵
ま
れ
て
い
る
宿
毛
市
と

し
て
、
ぬ
く
も
り
の
あ
る
木
製
ス

プ
ー
ン
と
玩
具
を
贈
り
、
市
民
の

豊
か
な
生
活
を
願
う
と
と
も
に
、

木
に
触
れ
、
木
を
使
う
機
会
を
創

出
す
る
こ
と
で
、
木
と
共
に
生
き

環
境
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
文
化

を
創
造
す
る
も
の
。

す
く
も
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
再
生

事
業　

6
，3
6
9
千
円

す
く
も
サ
ニ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
の

施
設
改
修
に
つ
い
て
、
具
体
的
な

改
修
内
容
を
決
定
す
る
た
め
、
専

門
業
者
に
当
該
施
設
の
再
生
に
係

る
基
本
構
想
の
作
成
を
依
頼
し
、

当
該
施
設
の
魅
力
回
復
を
図
る
も

の
。	

市
街
地
地
盤
調
査
事
業

2
，7
6
6
千
円

常
時
微
動
調
査
に
よ
る
分
析
と
評

価
を
行
い
、
人
口
密
集
地
の
揺
れ

や
す
さ
、
液
状
化
リ
ス
ク
を
把
握

す
る
こ
と
で
、
重
要
避
難
道
の
特

定
、
住
宅
耐
震
化
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀

撤
去
の
促
進
に
つ
な
げ
る
も
の
。

水
害
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
事
業

9
，8
0
1
千
円

国
お
よ
び
県
の
作
成
す
る
中
筋
川

お
よ
び
松
田
川
の
洪
水
想
定
を
元

に
両
河
川
に
お
け
る
洪
水
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
を
作
成
す
る
も
の
。

子
育
て
世
帯
家
賃
補
助
事
業	

6
0
0
千
円

子
育
て
世
代
の
宿
毛
市
へ
の
移
住

定
住
を
促
進
し
、
人
口
増
加
と
地

域
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
補
助

要
件
を
満
た
す
子
育
て
世
帯
を
対

象
に
、
市
内
の
民
間
賃
貸
住
宅
の

居
住
に
係
る
経
費
の
一
部
を
補
助

す
る
も
の
。

遍
路
道
（
松
尾
峠
）
調
査
事
業

3
，2
2
5
千
円

四
国
内
で
推
進
し
て
い
る
「
四
国

へ
ん
ろ
道
」
世
界
遺
産
登
録
に
む

け
て
、
逐
次
道
中
の
関
連
史
跡
の

文
化
財
指
定
が
進
め
ら
る
中
、
松

尾
峠
一
帯
の
国
史
跡
指
定
に
向
け

た
取
り
組
み
と
し
て
、
測
量
、
試

掘
調
査
を
含
め
た
報
告
書
を
ま
と

め
、
文
化
庁
に
向
け
て
国
史
跡
へ

の
意
見
具
申
を
提
出
す
る
も
の
。

宿
毛
市
総
合
運
動
公
園
Ｍ
Ｔ
Ｂ
コ
ー

ス
整
備
事
業　

1
，5
3
4
千
円

宿
毛
市
の
交
流
人
口
の
拡
大
や
ス

ポ
ー
ツ
合
宿
誘
致
に
繋
げ
て
い
く

た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
活
躍
し
て

い
る
竹
之
内
悠
氏
の
監
修
に
よ
る

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
コ
ー
ス
を
整

備
す
る
も
の
。

特
別
会
計

　

特
別
会
計
は
、
特
定
の
事
業
を
行

う
場
合
に
そ
の
経
費
を
明
確
に
す
る

た
め
、
一
般
会
計
と
区
別
し
て
設
け

ら
れ
る
会
計
で
す
。

　

宿
毛
市
で
は
、
令
和
2
年
度
は
表

の
と
お
り
、
国
民
健
康
保
険
事
業
か

ら
後
期
高
齢
者
医
療
ま
で
11
の
特
別

会
計
を
設
け
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
の
特
別
会
計
予
算
総
額

は
、
67
億
1
，6
8
9
万
5
千
円
で
、

前
年
度
に
比
べ
全
体
で
１
億
6
，

9
7
0
万
8
千
円
の
増
と
な
っ
て
い

ま
す
。

企
業
会
計

　

企
業
会
計
は
、
地
方
公
共
団
体
の

経
営
す
る
会
社
の
よ
う
な
も
の
で
、

地
方
公
営
企
業
法
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
い
い
、
宿
毛
市
で
は
水
道
事

業
会
計
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

　

本
年
度
の
水
道
事
業
会
計
予
算
は

7
億
6
，6
1
1
万
6
千
円
で
、前
年

度
よ
り
4
，3
0
8
万
7
千
円
の
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。

会計 予算額 前年度比
（増減率）

一 般 会 計 158 億 7,234 万 8 千円 8.5%

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 事 業 28 億 3,252 万 3 千円 0.9%

へ き 地 診 療 事 業 5,498 万円 3.0%

定 期 船 事 業 1 億 3,024 万 8 千円 11.8%

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 1 億 1,953 万円 6.6%

学 校 給 食 事 業 2 億 229 万 2 千円 -4.0%

下 水 道 事 業 6 億 778 万 2 千円 16.2%

国 民 宿 舎 運 営 事 業 1,414 万 9 千円 -50.0%

介 護 認 定 審 査 会 381 万 4 千円 0.5%

介 護 保 険 事 業 24 億 1,869 万円 3.0%

土 地 区 画 整 理 事 業 1,198 万 7 千円 -54.4%

後 期 高 齢 者 医 療 3 億 2,090 万円 1.4%

合計 67 億 1,689 万 5 千円 2.6%

水 道 事 業 会 計 7 億 6,611 万 6 千円 6.0%
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トピックス
SUKUMO TOPICS

　昨年、地域の医療を支える宿毛市医師会と宿毛市社会福祉協議会と宿毛市が連携し、市民が心身ともに
健康を維持し、安心して自分らしい暮らしを続けられるまちづくりを目指して「宿毛市の健康的なまちづ
くり連携協定」が締結されました。その取り組みの一つとして、現在コミュニティナースが活動しています。
　暮らしの中で出会う医療の専門職です。町なかで気軽に健康チェックし、身体や生活の気になることを
一緒に考え、毎日の安心と楽しいをサポートします。

　宿毛市では、義務教育の 9 年間を見通した系統的な教育を行
うことで子どもたちの学力を高め、豊かな人間性や社会性を育て
ていく小中一貫教育の実践研究を小筑紫小学校、小筑紫中学校で
行ってきました。
　両校では「夢に向け努力を続けるつくしの子」を
共通のスローガンとして小中一貫教育に取り組み、取り組みを進
めるにあたって小中を 4 つのブロックに分け、研究に努めました。

 問  長寿政策課　☎ 63-9112

 問  学校教育課　☎ 63-1120

コミュニティナースってどんな人？

宿毛市が取り組む小中一貫教育

こんなところに行っています

●はなちゃんバスに乗車－楠山線、栄喜線、舟の川線、
　藻津線
●配食利用の方の訪問
●百歳体操・ミニデイでの健康チェック・相談
　大海・田ノ浦・藻津・西町・片島・橋上・神有など

個人で

●ひとりで寂しい。話し相手が欲しい…。
●病院でもらった薬のことを知りたい。
●介護保険にはまだ早いけど、生活しづらくなって

きた…。

地区で

●百歳体操 · ミニデイなどで健康チェックしたい。
●みんなで集まる機会をつくりたい。
●公園 · 神社の草が伸び放題…手入れしたい。

　 　こんなときお声掛け下さい。コミュニティナースが喜んでお伺いします !!

小学校での外国語授業

外出自粛や
感染予防などで
気になる相談も
お寄せください。

　実践研究では、小学校のきめ細やかな指導や中学校の専門性を生かした指導を小中それぞれで学び合うこ
とができ、行事においても合同の避難訓練や昼食会、英語でのインタビュー、中学生の読み聞かせ、九九
の聞き取り等で両校の交流を深めていきました。
　特に外国語（英語）教育には力を入れ、小学校 3 ～ 6 年生での外国語授業では、中学校の英語教員が乗
り入れ、授業を行いました。児童へのアンケートでは、英語を使う仕事をしてみたいと思う児童の割合が
増加し、また、英語検定では小学校の受検率は 50％、中学 3 年生の 3 級習得率は 50％を達成することが
できました。このことは、両校が進めてきた小中一貫教育の一つの成果であると考えています。

　宿毛市では、今後も両校での小中一貫教育に取り組むとともに、
他の学校での小中一貫教育の取り組みを進めていきます。

コミュニティナース
中野  知美 さん



広報すくも 2020.57

令和 2 年度　宿毛市新規採用職員

 問  総務課　☎ 63-0948

那須  まなか
（健康推進課）

河原  空
（産業振興課）

西井  昂広
（山田保育園）

濵口  勝太
（税務課）

川島  大輝
（土木課）

大海  州生
（福祉事務所）

三松  拓哉
（土木課）

三重野  恵介
（企画課）

吉村  敬済
（危機管理課）

三代木  莉穂
（山田保育園）

宮地  拓磨
（企画課 ( 定期船 )）

 問  人権推進課　☎ 62-0225

新型コロナウイルスに関する人権への配慮
　宿毛市においても新型コロナウイルスへの感染が報告されていますが、感染者や関係者などに対して不
当な差別や誹謗・中傷などの人権侵害があってはなりません。不確かな情報に惑わされることなく、一人
ひとりがお互いを思いやり、国や県、宿毛市からの正しい情報に基づき、冷静に行動していただきますよ
うお願いします。
　また、法務省の人権擁護機関では、不当な差別などの人権問題についての相談を受け付けています。

相談窓口  

みんなの人権 110 番（全国共通人権相談ダイヤル）　☎0570-003-110
子どもの人権 110 番　☎0120-007-110
※どちらも平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分まで

お誕生おめでとう
（令和 2 年 3 月受付分）

住　所

桜町
小筑紫町伊与野
幸町
宇須々木

赤ちゃん

穂
ほ ま ん

滿　萌
ほ の か

乃華
谷
たにぐち

口　さよ
竹
たけなか

中　蓮
れん

山
やまぐち

口　蒼
あ お と

斗

保護者

正嗣
和孝
嗣人
和也

ご冥福をお祈りします
（令和 2 年 3 月受付分）

住　所

西町３丁目
小筑紫町小筑紫
平田町戸内

氏　名

山中　學
永冨　德次郎
濱田　晴信

※本コーナーの記事は、家族などからの申し込みにより掲載しています。
　（敬称略）　　

 問  市民課　☎ 63-1112

享　年

91
95
74
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 乳児健診で運動発達
 について相談できます

赤ちゃんは生まれてからの 1 年
（乳児期）の間に、首のすわり・
寝返り・はいはいなど著しく運動
機能が発達します。これらは突然
できるようになるものではなく
日々の関わり方が大切です。
宿毛市では、今年度から乳児健診
に理学療法士を配置し、お子さん
のもつ力を引き出せるようアドバ
イスします。遊びや抱っこの仕方
などお子さんの発達についてお気
軽にご相談ください。
 問  健康推進課 　☎ 63-1113

 坂本ダムからのお知らせ　　　　　　　　

松田川周辺にいるときは、坂本ダ
ム放流の警報音と放送にご注意く
ださい。
もし、川にいるときに放流警報が
出たらすぐに川から上がり安全な
場所に避難してください。
坂本ダムの警報音は、普通のサイ
レンの音とは異なります。警報音
を認識していただくために次の予
定で坂本ダムから笹川合流点まで
の地域に警報音を出します。なお
雨天の時は中止します。
 実施日  
5 月 7 日（木）、5 月 14 日（木）、
5 月 21 日（木）、5 月 28 日（木）
※すべて 14 時 30 分に実施します。
※坂本ダムの貯水量または流域の雨量
　などの坂本ダムの情報は☎ 62-
　6521 で確認することができます。
 問  幡多土木事務所宿毛事務所

施設管理課　☎ 63-2141
坂本ダム　☎ 62-6510

　　　　　　　　　　　　　     
 自動車税の納付

　　　　　　　　　　　　　     
5 月上旬発送予定の自動車税の納
期限は 6月 1日（月）となって
います。必ず納期限までに銀行・
郵便局・農協などお近くの金融機
関で納付をお願いします。
また、コンビニでの納付が可能で
す。平日に納付できない方は、納
税通知書をご持参のうえご利用く
ださい。
簡単・便利な口座振替も利用でき
ます。
身体障害者などの方の減免手続き
期限も 6月 1日（月）までとなっ
ています。
※コンビニ納付について詳しくは納税
　通知書の裏面をご覧ください。
 問  高知県幡多県税事務所　

　　☎ 0880-35-5972

 忘れずに提出を！現況届　　　　　　　　

農業者年金を受給されている方
は、現況届を提出してください。
●現況届は、5 月末頃に直接受給

権者ご本人宛に送付します。
●現況届は、受給権者ご本人が署

名・記入して 6 月中に農業委
員会に提出してください。

●現況届の提出がない時は、11
月の支払いから現況届が提出さ
れるまでの間、年金の支払いが
差し止められます。

 問  農業委員会事務局　
　　☎ 63-1101

　　　　　　　　　　　　　     
 土地・家屋価格等縦覧帳簿

 の 縦覧
　　　　　　　　　　　　　     

日  時  
６月１日（月）まで
８時 30 分～ 17 時 15 分

（土・日・祝日を除く）
場  所  税務課
対象者  

土地・家屋の固定資産税納税者
持参物  免許証など本人であるこ

とが確認できるもの
※代理人の場合は、委任状が必要
 問  税務課　☎ 63-1203

　　　　　　　　　　　　　     
 宿毛文教センター

 臨時休館
　　　　　　　　　　　　　     
5 月 18 日（月）は、宿毛文教
センター全館の殺虫消毒を行うた
め、入館することができません。
当日は職員（管理人含む）が終日
不在となります。
 問  中央公民館 　☎ 63-2618

 清掃ボランティア
 支援事業

当事業を活用し、道路や公園など
で、清掃のボランティア活動を行
う個人や団体を募集します。
 対象者  
クリーンデー以外に市内の道路や
公園などの公共の場所で清掃ボラ
ンティアをする個人または団体

活動支援  
●公共用ごみ袋の提供
●清掃ごみの回収（搬出の場所や
　日時、方法は別途、指定します。）
 問  環境課　☎ 63-1697

工業の実態を明らかにすることを目的に製造業を営む方を対象
とした重要な統計調査です。調査は 6 月 1 日時点で行われます。
今回から、調査員の回収は行わずオンライン回答・郵送で
の回答となります。
調査へのご理解・ご協力をお願いします。

 問  企画課　☎ 63-1118



9 広報すくも 2020.5広報すくも 2020.5

　　　　　　　　　　　　　     
 6月1日は

 人権擁護委員の日
　　　　　　　　　　　　　     
人権擁護委員は、家庭や職場、地
域社会などにおいての差別・セク
ハラ・ＤＶ・いじめなどにおける
人権問題に関するあらゆる相談を
受け問題解決のお手伝いをした
り、啓発活動を行っています。

人権擁護委員
埜々下 典晃（片島）・畠山 真利
子（小筑紫）・  鎌田 明子（中央）・
瀧本 節（山奈）・細川 和代（平田）・
嵐 仁美（中央）・大串 恭（宇須々木）
※順不同、敬称略
※無料・秘密厳守。一人で悩まずお気

軽にご相談ください。

人権相談
●特設人権相談所
　市内で年 5 回実施しています。
　次回は 9 月 2 日（水）実施予定。

詳しくは広報すくも 8 月号で
お知らせします。

●電話による相談
　みんなの人権 110 番　
　☎ 0570-003-110
　（平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分）
●インターネット
　人権相談

 問  人権推進課　☎ 62-0225
　　高知地方法務局四万十支局
　　☎ 0880-34-1600

　　　　　　　　　　　　　     
 認知症予防教室開催

　　　　　　　　　　　　　     
5 月は「楽しく動いて笑って脳ト
レ」です。

日  時  5 月 29 日（金）　
 14 時～ 15 時

場  所  医療法人祥星会
聖ヶ丘病院　作業療法室

参加費  無料　 申  込  不要
駐車場  有
 問  聖ヶ丘病院　地域連携推進室　

中野・長尾　☎ 63-2146

　　　　　　　　　　　　　     
 危険老朽空き家除却事業
　　　　　　　　　　　　　     
空き家対策として、地域の活性化
と市民の安全・安心の向上を図る
ため、危険老朽空き家を解体する
場合、費用の一部を補助します。

対  象  宿毛市内にある長期にわ
たり使用されていない個人の居住
用住宅または空き建築物で、老朽
化が著しく危険性がある住宅

補助金額  解体などに要する費用
の5分の4以内（上限額160万円）

募集件数  6 件程度
申請書配布場所  都市建設課
申請受付期間  

5 月 1 日（金）～ 6 月 30 日（火）
（土・日・祝日を除く）

 問  都市建設課　☎ 63-1120

　　　　　　　　　　　　　     
 新型コロナウイルス
 市税における猶予制度
　　　　　　　　　　　　　     
納税者（ご家族を含む）が新型コ
ロナウイルスに感染された場合の
ほか、新型コロナウイルスの影響
を受けるなど、次のようなケース
に該当する場合は、市税の納付に
関し、原則 1 年以内の猶予が認
められる制度があります。個別の
事情をお聞きしたうえで審査いた
しますので、まずは税務課収税係
にお気軽にご相談ください。
※徴収の猶予…地方税法第 15 条

対象となるとき

●新型コロナウイルス感染症の患
者が発生した施設で消毒作業が
行われたことにより、備品や棚
卸資産を廃棄した場合

●納税者ご本人または生計を同じ
にするご家族が感染した場合

●納税者の方が営む事業について
　やむを得ず休廃業をした場合
●納税者の方が営む事業について

利益の減少などにより、著しい
損失を受けた場合

申請による換価の猶予
市税を一時に納付することができ
ない場合、申請による差押財産な
どの換価の猶予制度があります。
税務課収税係にご相談ください。
※申請による換価の猶予…地方税法第
　15 条の６
※国税についても、猶予制度がありま
　すので中村税務署にご相談ください。

 問  税務課　☎ 63-1115
中村税務署　☎ 0880-35-2135

インターネット人権相談

はなちゃんバスの時刻や停留所がわかる「はなちゃんバスミニガイド」
を作成しました。はなちゃんバスをご利用の際にご活用ください。は
なちゃんバスは、郊外と市街地を結ぶ路線の他、市街地区間を運行。
ミニガイドは、宿毛市役所もしくは停留所となっている市内量販店に
置いています。  問  企画課　☎ 63-1118

はなちゃんバス
宿毛市ホームページ
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　   梅狩り祭り開催

      　                  
今年も梅の実の収穫時期がやって
きます。お好みの大きさ、熟れ具
合を確認してご自分の手で収穫を
してみませんか。5 月 24 日（日）
のみ地元の特産品も販売します。

日  時  5 月 24 日（日）
　　　  9 時～ 14 時

場  所  楠山公園（橋上町楠山）
内  容  

●梅の種飛ばし大会（予定）
●特産品販売
梅狩り期間  

5 月 24 日（日）9 時～ 14 時
5 月 25 日（月）～ 5 月 31 日（日）
11 時～ 14 時
※小雨決行
 問  山里の家　☎ 64-7037

　　　　　　　　　　　　　     
 高知県中小企業耐震診断
 等支援事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　     
南海トラフ地震対策として、県内
中小企業者（製造業）が行う耐震
診断や耐震設計などに要する費用
を一部助成する補助制度です。
対象者  県内で製造業を営む中小

企業者で、ＢＣＰを策定済のもの
対象事業  耐震診断、耐震設計
対象建築物  事務所・工場などで

昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築
された建築物であること　

補助率・補助限度額  
●耐震診断 2/3 以内・133.3 万円
●耐震設計 2/3 以内・200 万円

補助要件  耐震診断および耐震設
計の内容に関し、四国耐震診断評
定委員会などの評定を受け、適切
と評価を受けることなど
 問  高知県商工労働部商工政策課

　   ☎ 088-823-9692

      　  
 市営住宅入居者募集

      　                  
市営住宅

募集団地  
小森団地　1 戸　3DK
小森第２団地　1 戸　3DK　
西町第２団地　1 戸　3DK

受付期間  
5 月 8 日（金）～ 5 月 21 日（木）

西町地域振興住宅

間取り  3DK（6 帖× 2、4 帖半）
構  造  

鉄筋コンクリート造 5 階建て
※エレベーター無

契約形式  定期借家方式
家  賃  3 万円  共益費   2 千円
駐車場  1 千円（1 台／ 1 世帯）
敷  金  9 万円（家賃× 3 カ月）
受付期間  随時受付

共通

入居資格条件  有
申込書配布場所  都市建設課・小筑

紫支所・東部支所
 問  都市建設課　☎ 63-1120

河戸堰からのお知らせ

 問 幡多土木事務所宿毛事務所施設管理課　☎ 63-2141（宿毛事務所）　☎ 62-0534（河戸堰自動応答）

松田川の河戸堰周
辺の河川敷は、川
の水位が上がると
浸 水 す る 区 域 で
す。また、大雨時
に一定以上の水位
になると、河戸堰
でゲート操作を行
います。ゲート操
作を行うと、河川
敷はさらに浸水し
ますので、河川敷
から避難してくだ
さい。

　
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、

「
令
和
二
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計

予
算
」
な
ど
予
算
議
案
二
十
三
件
、

「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
増
額
に
よ

る
予
算
補
正
」
の
専
決
議
案
一
件
、

「
横
瀬
川
ダ
ム
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
」
な
ど
条
例
議
案
十
件
、

「
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

な
ど
そ
の
他
議
案
八
件
の
合
計
四

十
二
議
案
で
あ
り
、
審
議
の
結
果
、

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
議
会
の
一
般
質
問
に
つ
い
て
は
、

市
民
の
健
康
を
守
る
た
め
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
を
立
ち

上
げ
全
庁
体
制
で
対
応
す
る
執
行

部
へ
の
配
慮
か
ら
、
必
要
性
・
緊

急
性
の
高
い
質
問
と
す
る
こ
と
と
し
、

九
日
に
四
人
の
議
員
が
質
問
に
立
ち
、

ま
た
、
同
日
に
議
案
に
対
す
る
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
議
会
最
終
日
に
は
議
員
か
ら
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
を

解
消
す
る
た
め
の
法
整
備
を
求
め

る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
審
議
の

結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
一
般
会
計
（
議
案
第
二
号
）

　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
は
、
一

億
五
千
五
百
七
万
三
千
円
が
増
額

さ
れ
、
総
額
で
百
五
十
七
億
三
千

九
百
九
十
五
万
四
千
円
と
な
り
ま

し
た
。

◎
一
般
会
計
（
議
案
第
十
二
号
）
　

　
令
和
二
年
度
一
般
会
計
予
算
は

総
額
で
、
百
五
十
八
億
七
千
二
百

三
十
四
万
八
千
円
で
前
年
度
よ
り

十
二
億
三
千
七
百
六
十
万
二
千
円

の
増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
詳

細
は
、
四
〜
五
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照

下
さ
い
。
）

第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
日
程

３
月
３
日
（
火
）
本
会
議 

開
会
、
行
政
方
針
の
表
明
、

 
 

議
案
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

 

４
日
（
水
）
休
　
会 

議
案
等
精
査

 

５
日
（
木
）
休
　
会 

議
案
等
精
査

 

６
日
（
金
）
休
　
会 

議
案
等
精
査

 

７
日
（
土
）
休
　
会
　

 

８
日
（
日
）
休
　
会

 

９
日
（
月
）
本
会
議 

一
般
質
問
、
議
案
質
疑

 

１０
日
（
火
）
休
　
会 

委
員
会
審
査

 

１１
日
（
水
）
休
　
会 

委
員
会
審
査

 

１２
日
（
木
）
休
　
会 

委
員
会
審
査

 

１３
日
（
金
）
休
　
会 

委
員
会
審
査

 

１４
日
（
土
）
休
　
会
　

 

１５
日
（
日
）
休
　
会

 

１６
日
（
月
）
休
　
会
　

 

１７
日
（
火
）
休
　
会 

委
員
会
審
査

 

１８
日
（
水
）
休
　
会
　

 

１９
日
（
木
）
本
会
議 

委
員
長
報
告
、
質
疑
、

 
 

討
論
、
表
決
、
閉
会

（
歳
出
の
主
な
も
の
）

○
ふ
る
さ
と
寄
附
金
事
業

…
…
四
億
六
千
七
百
六
万
三
千
円

○
庁
舎
建
設
事
業

…
…
六
億
四
千
六
百
三
十
一
万
円

○
医
療
扶
助
な
ど
の
扶
助
費
総
額

…
…
…
十
八
億
一
千
九
万
三
千
円

○
塵
芥
処
理
事
業

…
…
…
…
三
億
五
十
八
万
七
千
円

○
道
路
新
設
改
良
事
業

…
…
…
…
一
億
二
千
三
百
九
万
円

○
地
方
道
整
備
事
業

…
…
…
…
…
三
億
五
千
百
十
万
円

○
河
川
等
環
境
整
備
事
業

…
一
億
六
千
六
百
七
万
二
千
円

○
宿
毛
小
中
学
校
整
備
事
業

　
二
十
六
億
五
千
五
百
六
十
四
万

二
千
円

○
斎
場
火
葬
炉
等
入
替
工
事

…
…
…
…
…
…
…
七
千
七
百
万
円

○
災
害
復
旧
費

…
…
二
億
二
千
四
百
五
十
九
万
円

　
第
一
回
定
例
会
は
令
和
二
年
三
月
三
日
に
開
会
し
、
十
七
日

間
の
会
期
で
三
月
十
九
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

■
定
例
会
の
概
要
■

議
案
の
主
な
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

補
　
正
　
予
　
算

当
　
初
　
予
　
算
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市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、

「
令
和
二
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計

予
算
」
な
ど
予
算
議
案
二
十
三
件
、

「
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
増
額
に
よ

る
予
算
補
正
」
の
専
決
議
案
一
件
、

「
横
瀬
川
ダ
ム
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
施

設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
制
定
」
な
ど
条
例
議
案
十
件
、

「
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て
」

な
ど
そ
の
他
議
案
八
件
の
合
計
四

十
二
議
案
で
あ
り
、
審
議
の
結
果
、

い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
全
会
一
致

で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
議
会
の
一
般
質
問
に
つ
い
て
は
、

市
民
の
健
康
を
守
る
た
め
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
本
部
を
立
ち

上
げ
全
庁
体
制
で
対
応
す
る
執
行

部
へ
の
配
慮
か
ら
、
必
要
性
・
緊

急
性
の
高
い
質
問
と
す
る
こ
と
と
し
、

九
日
に
四
人
の
議
員
が
質
問
に
立
ち
、

ま
た
、
同
日
に
議
案
に
対
す
る
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
議
会
最
終
日
に
は
議
員
か
ら
「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵
害
を

解
消
す
る
た
め
の
法
整
備
を
求
め

る
意
見
書
」
が
提
出
さ
れ
審
議
の

結
果
、
全
会
一
致
で
原
案
ど
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

◎
一
般
会
計
（
議
案
第
二
号
）

　
令
和
元
年
度
補
正
予
算
は
、
一

億
五
千
五
百
七
万
三
千
円
が
増
額

さ
れ
、
総
額
で
百
五
十
七
億
三
千

九
百
九
十
五
万
四
千
円
と
な
り
ま

し
た
。

◎
一
般
会
計
（
議
案
第
十
二
号
）
　

　
令
和
二
年
度
一
般
会
計
予
算
は

総
額
で
、
百
五
十
八
億
七
千
二
百

三
十
四
万
八
千
円
で
前
年
度
よ
り

十
二
億
三
千
七
百
六
十
万
二
千
円

の
増
額
と
な
っ
て
い
ま
す
。
（
詳

細
は
、
四
〜
五
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照

下
さ
い
。
）

第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
日
程

３
月
３
日
（
火
）
本
会
議�

開
会
、
行
政
方
針
の
表
明
、

�
�

議
案
上
程
、
提
案
理
由
の
説
明

�

４
日
（
水
）
休
　
会�

議
案
等
精
査

�

５
日
（
木
）
休
　
会�

議
案
等
精
査

�

６
日
（
金
）
休
　
会�

議
案
等
精
査

�

７
日
（
土
）
休
　
会
　

�

８
日
（
日
）
休
　
会

�

９
日
（
月
）
本
会
議�

一
般
質
問
、
議
案
質
疑

�

１０
日
（
火
）
休
　
会�

委
員
会
審
査

�

１１
日
（
水
）
休
　
会�

委
員
会
審
査

�

１２
日
（
木
）
休
　
会�

委
員
会
審
査

�

１３
日
（
金
）
休
　
会�

委
員
会
審
査

�

１４
日
（
土
）
休
　
会
　

�

１５
日
（
日
）
休
　
会

�

１６
日
（
月
）
休
　
会
　

�

１７
日
（
火
）
休
　
会�

委
員
会
審
査

�

１８
日
（
水
）
休
　
会
　

�

１９
日
（
木
）
本
会
議�

委
員
長
報
告
、
質
疑
、

�
�

討
論
、
表
決
、
閉
会

（
歳
出
の
主
な
も
の
）

○
ふ
る
さ
と
寄
附
金
事
業

…
…
四
億
六
千
七
百
六
万
三
千
円

○
庁
舎
建
設
事
業

…
…
六
億
四
千
六
百
三
十
一
万
円

○
医
療
扶
助
な
ど
の
扶
助
費
総
額

…
…
…
十
八
億
一
千
九
万
三
千
円

○
塵
芥
処
理
事
業

…
…
…
…
三
億
五
十
八
万
七
千
円

○
道
路
新
設
改
良
事
業

…
…
…
…
一
億
二
千
三
百
九
万
円

○
地
方
道
整
備
事
業

…
…
…
…
…
三
億
五
千
百
十
万
円

○
河
川
等
環
境
整
備
事
業

…
一
億
六
千
六
百
七
万
二
千
円

○
宿
毛
小
中
学
校
整
備
事
業

　
二
十
六
億
五
千
五
百
六
十
四
万

二
千
円

○
斎
場
火
葬
炉
等
入
替
工
事

…
…
…
…
…
…
…
七
千
七
百
万
円

○
災
害
復
旧
費

…
…
二
億
二
千
四
百
五
十
九
万
円

　
第
一
回
定
例
会
は
令
和
二
年
三
月
三
日
に
開
会
し
、
十
七
日

間
の
会
期
で
三
月
十
九
日
に
閉
会
し
ま
し
た
。

■
定
例
会
の
概
要
■

議
案
の
主
な
内
容
は
、

次
の
と
お
り
で
す
。

補
　
正
　
予
　
算

当
　
初
　
予
　
算
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◎
議
案
第
二
十
五
号
「
技
能
職
員

の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関

す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

　
技
能
職
員
の
定
義
や
給
与
の

種
類
等
に
つ
い
て
定
め
る
た
め
に
、

新
た
に
条
例
を
制
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
二
十
六
号
「
宿
毛
市
人

材
の
ま
ち
基
金
条
例
の
制
定
に

つ
い
て
」

　
大
江
卓
の
ひ
孫
に
あ
た
る
故
・

大
江
多
慈
子
氏
よ
り
ご
寄
附
い

た
だ
い
た
二
千
万
円
を
基
金
と

し
て
積
み
立
て
、
円
滑
か
つ
効

果
的
に
運
用
し
て
い
く
た
め
に

本
条
例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。

◎
議
案
第
二
十
七
号
「
横
瀬
川
ダ

ム
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て
」

　
横
瀬
川
ダ
ム
の
ダ
ム
壁
面
に

日
本
初
と
な
る
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ

施
設
が
完
成
し
た
の
で
、
本
条

例
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
二
十
八
号
「
宿
毛
市
固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」

　
本
条
例
の
条
文
中
の
法
律
名

称
等
が
変
更
さ
れ
た
の
で
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
二
十
九
号
「
宿
毛
市
職

員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」

　
令
和
二
年
四
月
一
日
よ
り
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
導
入

さ
れ
る
に
あ
た
り
、
任
用
形
態

や
任
用
手
続
き
が
様
々
と
な
る

た
め
、
服
務
の
宣
誓
を
そ
れ
ぞ

れ
の
職
員
に
ふ
さ
わ
し
い
方
法

で
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
号
「
宿
毛
市
営
住

宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
」
及
び
議
案
第
三
十

一
号
「
宿
毛
市
営
改
良
住
宅
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て
」

　
い
ず
れ
も
令
和
二
年
四
月
一

日
よ
り
施
行
さ
れ
ま
す
民
法
の

改
正
に
伴
い
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
二
号
「
宿
毛
市
営

地
域
振
興
住
宅
の
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
地
域
振
興
住
宅
は
公
営
住
宅

法
の
適
用
を
受
け
な
い
住
宅
で

あ
る
の
で
、
公
営
住
宅
法
を
根

拠
と
す
る
「
宿
毛
市
営
住
宅
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
」

の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
部
分

な
ど
に
つ
い
て
、
本
条
例
の
一

部
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
三
十
三
号
「
宿
毛
市
水

道
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
」

　
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
が
令
和
二
年
四
月

一
日
よ
り
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
本
条
例
の
一
部
を
改
正

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
四
号
「
宿
毛
市
水

道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
が
令
和
元
年
十
月
一
日
に

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
本

条
例
の
一
部
を
改
正
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
五
号
「
市
道
路
線

の
認
定
に
つ
い
て
」

　
市
道
「
平
田
イ
ン
タ
ー
線
」

に
つ
い
て
、
道
路
法
第
八
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の

路
線
を
認
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
六
号
「
市
道
路
線

の
変
更
に
つ
い
て
」

　
市
道
「
大
物
川
（
お
お
も
の

が
わ
）
線
」
に
つ
い
て
、
道
路

法
第
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
道
路
の
路
線
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
七
号
「
市
道
路
線

の
廃
止
に
つ
い
て
」

　
市
道
「
一
生
原
線
」
に
つ
い
て
、

道
路
法
第
十
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
路

線
を
廃
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
三
十
八
号
「
幡
多
広
域

市
町
村
圏
事
務
組
合
の
共
同
処

理
す
る
事
務
の
変
更
及
び
幡
多

広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合
規
約

の
一
部
変
更
に
つ
い
て
」

　
こ
れ
ま
で
、
幡
多
広
域
市
町

村
圏
事
務
組
合
で
共
同
処
理
す

る
事
務
と
し
て
い
た
「
行
政
不

服
審
査
法
第
八
十
一
条
第
一
項

の
機
関
に
関
す
る
事
務
」
を
令

和
二
年
八
月
一
日
よ
り
高
知
県

へ
委
託
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、

地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
共
同

処
理
す
る
事
務
を
廃
止
し
、
か

つ
同
法
第
二
百
九
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
規
約
の
一
部
を
変
更

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の

議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
四
十
号
「
高
知
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る

地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
及

び
高
知
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て
」

　
高
知
県
市
町
村
総
合
事
務
組

合
の
構
成
団
体
で
あ
る
「
芸
東

衛
生
組
合
」
及
び
「
高
幡
西
部

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
組
合
」

が
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
を

も
っ
て
解
散
し
、
令
和
二
年
四

月
一
日
よ
り
高
知
県
市
町
村
総

合
事
務
組
合
を
脱
退
す
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法

第
二
百
九
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

条
　
　
例

そ 

　
の
　 
他



議案番号 件　　　　　　　　　　　　名 議決結果

第１号

第２号

第３号

～１１号

第１２号

第１３号

第１４号

第１５号

第１６号

第１７号

第１８号

第１９号

第２０号

第２１号

第２２号

第２３号

第２４号

第２５号

第２６号

第２７号

第２８号

第２９号

第３０号

第３１号

第３２号

第３３号

第３４号

第３５号

第３６号

第３７号

第３８号

第３９号

第４０号

第４１号

第４２号

意見書案

第１号

専決処分した事件の承認について

令和元年度宿毛市一般会計補正予算について

令和２年度宿毛市一般会計予算について

令和２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市へき地診療事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市定期船事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計予算について

令和２年度宿毛市学校給食事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市下水道事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計予算について

令和２年度幡多西部介護認定審査会特別会計予算について

令和２年度宿毛市介護保険事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計予算について

令和２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計予算について

令和２年度宿毛市水道事業会計予算について

技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の制定について

宿毛市人材のまち基金条例の制定について

横瀬川ダムクライミング施設の設置及び管理に関する条例の制定について

宿毛市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について

宿毛市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について

宿毛市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

宿毛市営改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

宿毛市営地域振興住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

宿毛市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

宿毛市水道事業給水条例の一部を改正する条例について

市道路線の認定について

市道路線の変更について

市道路線の廃止について

宿毛市と高知県との間の行政不服審査法第８１条第１項の機関の事務の委託について

インターネット上の人権侵害を解消するための法整備を求める意見書

承　　認

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

原案可決

（定例会）

幡多広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及び幡多広域市町村圏事務
組合規約の一部変更について

令和元年度各特別会計（国民健康保険事業・へき地診療事業・定期船事業・学校
給食事業・下水道事業・国民宿舎運営事業・介護保険事業・土地区画整理事業・
後期高齢者医療）補正予算について

高知県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び高知県市町村
総合事務組合規約の変更について

高知県市町村総合事務組合から芸東衛生組合が脱退することに伴う財産処分につ
いて

高知県市町村総合事務組合から高幡西部特別養護老人ホーム組合が脱退すること
に伴う財産処分について

◆  提 出 さ れ た 議 案 等  ◆



　
第
一
回
（
三
月
）
定
例
会
の
一
般
質
問
は
、
九
日
に
四

人
の
議
員
か
ら
市
政
全
般
に
つ
い
て
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

　
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

A
　
十
二
月
議
会
で
掘
削
土
砂
の

運
搬
費
と
し
て
補
正
予
算
を
組
ん
だ
。

一
億
百
三
十
一
万
四
千
八
百
円
の

運
搬
費
と
消
費
税
増
額
分
一
千
九

百
四
十
四
万
五
千
八
百
円
の
増
額

で
間
違
い
な
い
か
。

B
　
間
違
い
な
い
。

A
　
こ
の
よ
う
な
補
正
と
な
っ
た

理
由
と
し
て
、
設
計
書
が
発
注
者

の
望
ん
で
い
る
製
品
に
な
っ
て
い

な
い
不
良
品
で
あ
っ
た
点
、
完
全

に
コ
ン
サ
ル
側
の
責
任
と
考
え
る
が
、

ど
う
な
の
か
。

B
　
図
面
や
数
量
計
算
書
は
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
が
作
成
し
た
が
、
こ

の
件
に
関
し
て
は
昨
年
九
月
以
降

何
度
も
説
明
し
て
い
る
。

A
　
技
術
公
社
の
照
査
の
段
階
で

運
搬
計
画
が
無
い
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
市
は
「
そ
の
ま
ま

続
け
て
下
さ
い
」
と
返
答
し
て
い
る
。

ど
う
な
の
か
。

B
　
担
当
職
員
は
土
の
運
搬
計
画

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
と
の
認

識
は
持
っ
て
い
な
い
。

A
　
民
法
で
は
契
約
不
適
合
が
認

め
ら
れ
た
ら
支
払
金
の
減
額
請
求
、

修
補
請
求
、
契
約
解
除
、
損
害
賠

償
請
求
が
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。

コ
ン
サ
ル
の
責
任
に
関
し
て
聞
き

取
り
や
調
査
を
し
た
か
。

B
　
指
摘
が
あ
っ
た
後
、
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
に
確
認
を
取
り
、
土
の

運
搬
が
必
要
で
あ
っ
た
と
の
見
解

を
示
さ
れ
た
。

A
　
一
度
受
け
た
契
約
は
、
誠
実
に
、

着
実
に
実
行
し
て
仕
上
げ
る
こ
と

が
基
本
で
あ
る
。
市
長
は
補
正
予

算
を
組
む
決
裁
を
し
た
が
、
プ
ロ

セ
ス
は
正
し
い
も
の
で
あ
っ
た
か
。

B
　
設
計
変
更
は
事
実
を
確
認
し
、

必
要
な
運
搬
を
追
加
し
た
も
の
で

あ
る
。
入
札
金
額
は
札
を
入
れ
た

責
任
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
工
事
を

し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。

A
　
職
員
は
振
り
返
っ
て
み
れ
ば

技
術
公
社
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
。

再
発
防
止
を
問
う
。

B
　
し
っ
か
り
と
今
後
対
応
し
て

い
き
た
い
。

A
　
公
共
的
な
課
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
、
行
政
が
中
心
と
な
っ
て
、

請
負
業
者
に
政
策
全
体
に
対
す
る

自
覚
を
促
す
形
で
進
め
る
べ
き
で

あ
る
。
ど
う
思
う
か
。

B
　
請
負
業
者
に
お
い
て
も
、
市

民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
の
な
い

よ
う
、
厳
正
な
事
業
遂
行
と
社
会

的
な
使
命
を
理
解
し
て
も
ら
う
よ

う
こ
れ
か
ら
も
努
め
て
い
く
。

A
　
大
き
な
設
計
変
更
と
な
っ
た

こ
と
へ
の
市
長
と
し
て
の
責
任
を

問
う
。

B
　
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
守
っ
て

い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
事

態
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は

大
変
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
る
。

A
　
先
進
地
の
取
り
組
み
は
参
考

に
な
る
。
行
政
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

協
働
で
野
良
猫
の
集
中
的
不
妊
手

術
な
ど
の
取
り
組
み
に
県
の
予
算

を
利
用
し
て
は
ど
う
か
。

B
　
地
域
に
密
着
し
た
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
の
方
々
に
、
主
体
的
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
重
要
だ

と
考
え
る
。
し
っ
か
り
と
計
画
に

立
ち
上
げ
て
、
そ
れ
か
ら
県
に
予

算
の
申
請
を
し
て
い
き
た
い
。

川田 栄子 議員

今城 　隆 議員

﹇
質
問
順
位
に
よ
る
﹈ 市政のそこが聞きたい! !市政のそこが聞きたい! !

庁
舎
建
設
造
成
地
の
設

計
変
更
に
よ
る
増
額
に

つ
い
て

飼
い
主
の
い
な
い
猫
へ

の
取
り
組
み
に
つ
い
て

市
庁
舎
高
台
造
成
工
事

に
つ
い
て



A
　
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て
、

地
元
の
皆
さ
ん
に
対
す
る
説
明
は

い
つ
頃
さ
れ
た
の
か
問
う
。

B
　
地
元
に
対
す
る
説
明
は
こ
こ

数
日
前
に
行
っ
て
き
た
。

A
　
こ
れ
ま
で
整
備
さ
れ
た
避
難

場
所
は
、
市
内
で
何
カ
所
で
、
今

後
計
画
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
あ
る

の
か
問
う
。

B
　
市
内
で
八
十
九
箇
所
で
あ
り
、

平
成
三
十
年
七
月
の
豪
雨
に
よ
る

災
害
を
受
け
、
対
策
工
事
が
完
了

し
て
な
い
路
線
が
三
路
線
で
あ
る
。

A
　
片
島
中
学
校
の
東
側
に
整
備

さ
れ
て
い
る
避
難
道
は
、
階
段
の

上
部
と
下
部
に
つ
い
て
は
幅
は
十

分
あ
る
が
、
避
難
道
の
中
段
に
な

る
と
階
段
の
幅
は
約
二
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
位
と
非
常
に
狭
く
、
し

か
も
勾
配
は
急
で
あ
り
高
齢
者
が

避
難
を
す
る
場
合
に
は
大
変
厳
し

い
の
で
は
な
い
か
。
避
難
場
所
や

避
難
場
所
に
通
じ
る
道
が
、
高
齢

者
や
障
害
者
等
避
難
行
動
要
支
援

者
に
対
し
て
配
慮
さ
れ
て
い
る
か

な
ど
を
今
一
度
総
点
検
が
必
要
で

は
な
い
か
問
う
。

A
　
一
回
目
入
札
で
、
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
の
設
計
書
を
も
と
に
市
が

県
の
入
力
シ
ス
テ
ム
で
積
算
。
そ

の
際
、
県
建
設
技
術
公
社
は
搬
土

計
画
が
な
い
と
指
摘
し
た
が
、
市

は
そ
の
ま
ま
積
算
す
る
よ
う
答
え

た
と
聞
く
が
。

B
　
担
当
職
員
は
指
摘
を
受
け
た

認
識
が
無
く
、
入
札
時
は
設
計
書

不
備
の
認
識
は
な
か
っ
た
。

A
　
入
札
時
、
業
者
か
ら
搬
土
の

質
疑
が
あ
っ
た
か
。

B
　
無
か
っ
た
。

A
　
一
回
目
は
最
低
制
限
価
格
で

山
本
・
仲
上
・
金
村
グ
ル
ー
プ
が

落
札
、
敷
鉄
板
十
六
万
円
の
積
算

ミ
ス
を
指
摘
さ
れ
落
札
決
定
取
り

消
し
と
な
っ
た
が
、
一
万
円
低
く

入
札
し
た
グ
ル
ー
プ
に
落
札
権
を

与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
か
。

B
　
積
算
等
疑
義
申
立
取
扱
要
綱

で
は
、
落
札
業
者
変
更
が
生
じ
る

場
合
、
入
札
取
り
消
し
と
な
る
。

疑
義
申
立
は
正
当
な
期
間
内
に
行

わ
れ
た
。

A
　
二
回
目
入
札
は
、
前
回
設
計

書
を
市
が
微
修
正
し
積
算
し
た
が
、

公
社
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
た
か
。

B
　
変
更
部
分
だ
け
チ
ェ
ッ
ク
し

て
も
ら
っ
た
。

A
　
入
札
時
、
ど
の
よ
う
な
質
疑

が
あ
っ
た
か
。

B
　
金
額
に
直
接
影
響
す
る
も
の

は
な
い
。

A
　
二
回
目
は
全
て
最
低
制
限
価

格
に
並
び
、
く
じ
引
き
で
再
び
山
本
・

仲
上
・
金
村
グ
ル
ー
プ
が
落
札
、

契
約
し
た
。
市
は
契
約
で
ど
の
よ

う
な
ア
ク
シ
デ
ン
ト
対
策
を
し
た
か
。

B
　
西
日
本
建
設
業
保
証
株
式
会

社
の
保
証
を
付
し
て
い
る
。

A
　
契
約
後
の
初
会
合
で
、
業
者

は
搬
土
二
十
七
万
裙
の
積
算
抜
か

り
を
指
摘
し
た
と
聞
く
が
。

B
　
ダ
ン
プ
運
搬
が
な
い
と
土
を

移
動
で
き
な
い
と
い
う
説
明
を
受

け
た
。

A
　
そ
の
判
断
に
当
た
り
、
誰
に

意
見
を
伺
っ
た
か
。

B
　
コ
ン
サ
ル
、
公
社
に
伺
っ
た
。

運
搬
費
計
上
が
必
要
と
の
見
解
を

頂
き
、
市
と
し
て
対
応
し
た
。

A
　
変
更
契
約
額
十
億
六
千
九
百

五
十
一
万
円
は
、
落
札
上
限
の
予

定
価
格
九
億
七
千
百
八
十
九
万
円

に
消
費
税
を
加
え
た
金
額
に
百
％

一
致
す
る
。
最
低
価
格
で
落
札
し

上
限
価
格
の
契
約
は
、
結
論
あ
り

き
の
増
額
で
は
な
い
か
。

B
　
積
算
し
た
結
果
の
変
更
契
約

額
だ
。
一
致
と
い
う
か
、
ほ
ぼ
同

額
に
な
っ
た
。

A
　
な
ぜ
西
和
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
瑕
疵
担
保
責
任
を
問
わ
な
い
の
か
。

B
　
運
搬
計
画
の
不
備
は
コ
ン
サ

ル
に
も
確
認
し
た
。
本
来
必
要
な

経
費
で
、
瑕
疵
担
保
と
い
う
形
は

と
っ
て
い
な
い
。

A
　
十
六
万
円
の
ミ
ス
で
再
入
札
し
、

一
億
二
千
万
円
の
積
算
ミ
ス
で
再

入
札
し
な
い
行
政
判
断
の
正
当
性

に
疑
義
・
禍
根
を
残
し
た
の
で
は

な
い
か
。

B
　
ル
ー
ル
に
の
っ
と
る
と
入
札

取
り
消
し
に
な
る
。
運
搬
費
の
変

更
契
約
は
、
契
約
後
に
判
明
し
、

建
設
工
事
請
負
契
約
書
に
基
づ
き

手
続
き
を
行
っ
た
。
金
額
で
判
断

す
る
も
の
で
は
な
い
。

A
　
調
査
委
員
会
で
問
題
の
検
証

が
必
要
で
は
な
い
か
。

B
　
調
査
委
員
会
等
は
立
ち
上
げ

て
い
な
い
。
一
般
質
問
で
も
指
摘

い
た
だ
く
中
で
対
応
し
た
い
。

A
　
こ
れ
ま
で
藻
津
漁
協
は
、
後

継
者
と
な
る
若
者
が
増
加
す
る
な
ど
、

宿
毛
市
の
水
産
業
に
と
っ
て
明
る

い
兆
し
が
見
ら
れ
る
と
の
認
識
を

示
さ
れ
、
早
期
の
整
備
に
向
け
て

決
意
を
示
さ
れ
て
い
る
が
、
行
政

の
動
き
は
ま
っ
た
く
見
え
な
い
な

ど
の
声
が
あ
る
。
取
組
内
容
及
び

進
捗
状
況
を
問
う
。

B
　
現
在
、
実
施
設
計
業
務
を
発

注
す
る
準
備
段
階
で
あ
る
が
、
な

ん
と
か
本
年
度
内
に
は
発
注
し
た
い
。

A
　
「
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

事
業
」
の
補
助
金
の
確
保
状
況
に

つ
い
て
問
う
。

B
　
事
業
に
対
す
る
補
助
金
の
交

付
決
定
は
受
け
て
い
る
。

松浦 英夫 議員

藻
津
漁
港
へ
の
ア
ク
セ

ス
道
の
整
備
に
つ
い
て

防
災
対
策
に
つ
い
て



避
難
行
動
要
支
援
者
対

策
に
つ
い
て

避
難
行
動
要
支
援
者
対

策
に
つ
い
て

会
計
年
度
任
用
職
員
制

度
に
つ
い
て

山戸 　寛 議員

B
　
各
避
難
道
の
状
況
把
握
に
努

め
津
波
避
難
道
の
改
修
が
必
要
で

あ
れ
ば
対
応
し
て
い
く
。
避
難
行

動
要
支
援
者
対
策
は
積
極
的
に
取

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識

し
て
い
る
。

A
　
当
該
市
町
村
に
居
住
す
る
「
避

難
行
動
要
支
援
者
」
の
把
握
に
努

め
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
名
簿
の

作
成
は
市
町
村
長
に
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
が
、
災
害
時
に
自
力
で

の
避
難
が
難
し
い
障
害
者
や
高
齢

者
の
た
め
に
避
難
先
や
手
順
を
個

別
に
定
め
る
個
別
支
援
計
画
の
策

定
は
市
町
村
の
義
務
で
は
な
く
努

力
義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
宿
毛
市

の
個
別
支
援
計
画
の
策
定
状
況
を

問
う
。

B
　
三
百
八
十
五
名
が
名
簿
に
登

録
さ
れ
、
そ
の
内
十
五
地
区
七
十

五
名
、
約
二
割
の
方
が
個
別
支
援

計
画
を
作
成
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

A
　
日
頃
よ
り
住
民
同
士
の
顔
が

見
え
る
関
係
を
つ
く
る
な
ど
、
地

域
の
防
災
力
を
高
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま

さ
に
共
助
力
の
向
上
が
重
要
で
は

な
い
か
と
思
う
が
所
見
を
問
う
。

B
　
大
規
模
災
害
発
生
時
に
お
け

る
公
助
の
限
界
と
自
助
・
共
助
の

重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
災
害
を
教
訓
に
、

地
域
の
取
組
み
が
災
害
に
強
い
ま

ち
づ
く
り
に
繋
が
る
と
考
え
て
い
る
。

A
　
四
月
か
ら
こ
の
新
制
度
が
導

入
さ
れ
る
が
、
適
用
対
象
と
な
る

採
用
予
定
人
数
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
七
十
名
程
度
を
想
定
し
て
い
る
。

A
　
初
号
給
、
つ
ま
り
初
め
て
採

用
さ
れ
た
場
合
の
給
料
の
具
体
的

な
設
定
に
つ
い
て
、
一
般
事
務
と

調
理
師
、
栄
養
士
に
関
し
て
は
、
現

行
の
臨
時
職
員
と
し
て
の
日
給
月

給
に
よ
る
年
収
よ
り
も
年
収
が
少

な
く
は
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
四

年
未
満
の
保
育
士
、
看
護
師
、
保

健
師
・
助
産
師
、
管
理
栄
養
士
と

い
っ
た
、
い
わ
ば
特
別
な
資
格
が

要
求
さ
れ
る
職
種
に
つ
い
て
、
大

き
な
不
利
益
と
し
か
言
い
よ
う
の

な
い
給
与
表
の
適
用
が
な
さ
れ
て

い
る
。
根
拠
を
問
う
。

B
　
初
号
給
に
つ
い
て
は
正
規
職

員
の
基
準
を
参
考
と
し
て
お
り
、

そ
れ
の
み
を
比
較
す
る
と
減
額
に

な
る
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、

前
歴
加
算
も
含
め
て
考
え
る
と
、

指
摘
さ
れ
る
全
て
の
部
分
に
お
い
て
、

不
利
益
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

A
　
昇
給
上
限
額
に
つ
い
て
、
一

般
事
務
職
員
と
調
理
師
は
昇
給
た

っ
た
一
回
。
保
育
士
は
三
回
、
保

育
補
助
員
は
一
回
だ
け
。
正
規
の

職
員
は
毎
年
昇
給
が
続
く
、
こ
の

落
差
。
こ
の
給
料
の
上
限
、
昇
給

の
設
定
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基

づ
い
て
な
さ
れ
た
の
か
。

B
　
正
規
職
員
の
給
料
月
額
を
基

礎
と
し
て
お
り
、
職
務
の
内
容
や

責
任
、
必
要
と
な
る
知
識
を
考
慮
し
、

近
隣
市
町
村
と
の
状
況
も
確
認
す

る
中
で
、
職
種
ご
と
に
設
定
を
し

て
い
る
。

A
　
新
制
度
が
委
託
事
業
に
ど
の

よ
う
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
か
。

B
　
臨
時
的
任
用
職
員
と
同
様
の

方
法
で
人
件
費
を
積
算
し
、
予
定

価
格
を
算
定
し
て
い
た
委
託
事
業

に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職

員
制
度
に
の
っ
と
っ
た
積
算
方
法

が
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

A
　
次
年
度
も
同
じ
ポ
ス
ト
が
あ

る
と
は
限
ら
な
い
一
般
事
務
と
、
委

託
事
業
が
続
く
限
り
は
必
然
的
に

継
続
さ
れ
る
ポ
ス
ト
の
職
員
の
昇

給
が
、
一
律
に
一
回
で
お
し
ま
い

と
い
う
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。

事
業
に
よ
っ
て
は
継
続
性
と
い
う

こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

B
　
坂
本
図
書
館
及
び
給
食
セ
ン

タ
ー
で
働
か
れ
て
い
る
方
々
の
大

半
が
継
続
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
委
託

事
業
と
い
う
性
質
上
、
委
託
事
業

者
が
雇
用
す
る
従
業
員
の
勤
続
年

数
や
経
験
年
数
を
考
慮
し
た
設
定

は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

A
　
会
計
年
度
任
用
職
員
の
募
集

に
つ
い
て
、
四
万
十
市
、
土
佐
清

水
市
と
比
較
す
る
と
大
幅
に
遅
れ

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
宿
毛
市
で
は
通
年
で
応
募
を

受
け
付
け
し
て
い
て
、
臨
時
的
任

用
職
員
が
必
要
と
な
っ
た
部
署
が
、

そ
れ
ま
で
に
履
歴
書
を
提
出
し
て

く
れ
て
い
る
応
募
者
の
中
か
ら
試

験
を
実
施
し
採
用
す
る
と
い
う
手

法
を
と
っ
て
い
る
。
本
市
で
は
募

集
終
了
日
の
設
定
を
し
て
い
な
い

の
で
、
こ
れ
か
ら
も
随
時
、
受
け

付
け
を
し
て
い
く
。

　
議
員
よ
り
提
出
さ
れ
た
次
の
意

見
書
を
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、

国
会
及
び
関
係
行
政
庁
に
提
出
し

ま
し
た
。

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵

害
を
解
消
す
る
た
め
の
法
整
備

を
求
め
る
意
見
書

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
過
激

な
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
や
、
い
わ
ゆ

る
同
和
地
区
の
所
在
地
や
居
住
者

の
姓
等
を
示
す
情
報
、
ま
た
、
個

人
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、

様
々
な
人
権
侵
害
事
象
が
発
生
し

て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
そ

の
特
性
と
し
て
、
匿
名
性
が
高
い

こ
と
か
ら
内
容
が
過
激
な
も
の
と

な
る
傾
向
が
あ
る
上
に
、
一
度
掲

載
さ
れ
る
と
世
界
中
に
情
報
が
瞬

時
に
拡
散
し
、
完
全
に
削
除
さ
せ

る
と
い
っ
た
権
利
回
復
は
極
め
て

困
難
で
あ
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
権
侵

害
事
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
強

制
力
の
あ
る
書
き
込
み
削
除
に
つ

い
て
の
明
文
化
さ
れ
た
根
拠
が
な

い
た
め
、
国
は
要
領
等
に
基
づ
い



て
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
に
人
権
侵
害
情

報
を
削
除
す
る
よ
う
要
請
す
る
に

と
ど
ま
り
、
削
除
す
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
の
任
意

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
他
人
の

権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
プ
ロ
バ
イ
ダ
等
が
判
断
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
悪
質
な
人

権
侵
害
情
報
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

上
に
残
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
人
権
侵

害
情
報
を
海
外
の
サ
ー
バ
ー
等
を

利
用
し
て
直
接
日
本
国
内
に
向
け

て
発
信
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

対
応
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で

あ
る
。

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
誰
も
が

自
分
の
意
見
を
自
由
に
表
明
で
き
、

多
く
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
場

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

書
き
込
み
に
よ
っ
て
他
人
の
人
権

が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
放
置
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
人
権
侵
害
情

報
が
迅
速
に
削
除
さ
れ
る
法
的
な

仕
組
み
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
発
生
し
て
い

る
人
権
侵
害
を
解
消
す
る
た
め
、

実
効
性
の
あ
る
法
整
備
を
速
や
か

に
行
う
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　
な
お
、
委
員
長
の
審
査
報
告
は

以
下
の
通
り
で
す
。

請
願
第
3
号
に
つ
い
て

　
本
件
は
、
一
九
五
四
年
に
ア
メ

リ
カ
が
ビ
キ
ニ
海
域
で
行
っ
た
水

爆
実
験
に
よ
り
被
災
さ
れ
た
方
々

を
救
済
す
る
た
め
、
高
知
県
に
対

し
て
、
一
、
県
救
済
条
例
の
制
定

等
に
よ
り
健
康
・
生
活
相
談
等
、

被
災
者
・
家
族
・
遺
族
に
寄
り
そ

っ
た
具
体
的
支
援
を
す
す
め
る
こ
と
。

二
、
船
員
保
険
制
度
の
改
定
や
新

た
な
救
済
立
法
の
制
定
の
た
め
に
、

具
体
的
検
討
を
す
す
め
る
こ
と
。
三
、

上
記
船
員
保
険
や
救
済
立
法
の
根

拠
確
立
の
た
め
、
県
内
に
お
け
る

継
続
的
調
査
と
実
態
把
握
に
努
め

る
こ
と
。
の
三
点
に
つ
い
て
意
見

書
提
出
を
求
め
る
請
願
で
あ
り
ま
す
。

　
審
査
の
過
程
で
、
委
員
か
ら
は
「
ビ

キ
ニ
被
災
者
の
取
り
組
み
は
全
国

的
に
み
て
も
高
知
県
が
一
番
先
に

進
ん
で
い
る
取
り
組
み
で
あ
り
、
高

知
県
に
火
が
付
い
た
ら
他
に
救
済

の
道
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
、
高
知
県
が
先
頭
に
立
ち
、
県

か
ら
国
に
上
げ
て
い
く
方
法
が
取

れ
な
い
か
。
」
と
の
意
見
が
あ
る
一

方
で
、
「
あ
く
ま
で
も
日
本
と
ア
メ

リ
カ
の
国
の
問
題
で
あ
り
、
県
が

こ
れ
に
救
済
措
置
と
し
て
何
ら
か

の
条
例
を
制
定
す
る
の
は
少
し
違

う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
県
と

し
て
も
ビ
キ
ニ
被
災
の
方
々
に
は

健
康
相
談
を
行
っ
た
り
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
た
め
今
回
は
中

止
に
は
な
っ
た
が
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
行
う
等
、
県
と
し
て
も
で
き
る

限
り
の
取
り
組
み
は
し
て
い
る
。
」

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、

「
船
員
保
険
の
救
済
立
法
に
つ
い
て

は
県
で
は
な
く
国
の
権
限
で
あ
る
。」

と
の
意
見
が
あ
り
ま
し
た
。

　
以
上
の
意
見
や
請
願
の
趣
旨
も

踏
ま
え
、
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、

高
知
県
と
し
て
も
健
康
相
談
を
行

う
な
ど
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
は

既
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
結

論
に
達
し
、
賛
成
少
数
で
不
採
択

と
決
し
ま
し
た
。

＊
宿
毛
市
議
会
で
は
、
平
成
十
六

年
三
月
議
会
に
お
い
て
、
「
政
府

は
ビ
キ
ニ
水
爆
実
験
被
災
漁
船
員

に
関
す
る
資
料
の
公
開
を
県
や
市

町
村
に
す
る
こ
と
。
」
、
「
政
府

は
ビ
キ
ニ
水
爆
実
験
被
災
漁
船
員

の
救
済
措
置
を
と
る
こ
と
。
」
、
「
高

知
県
は
ビ
キ
ニ
水
爆
実
験
被
災
漁

船
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に

十
分
留
意
し
調
査
を
市
町
村
と
協

力
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
」
を
求

め
る
意
見
書
を
国
と
県
に
提
出
し

て
お
り
ま
す
。

陳
情
第
7
号
に
つ
い
て

　
本
市
に
お
い
て
就
学
援
助
を
行

う
場
合
に
は
生
活
保
護
基
準
だ
け

で
は
な
く
、
保
護
者
が
「
市
民
税

又
は
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
を

受
け
て
い
る
」
か
ど
う
か
。
ま
た
、

「
国
民
年
金
法
に
基
づ
く
保
険
料
の

減
免
を
受
け
て
い
る
」
か
ど
う
か
。

さ
ら
に
「
児
童
扶
養
手
当
法
に
基

づ
き
児
童
扶
養
手
当
の
全
額
支
給

を
受
け
て
い
る
」
か
ど
う
か
の
三

点
に
つ
い
て
も
基
準
と
し
て
用
い

て
判
断
し
宿
毛
市
独
自
の
対
応
を

行
っ
て
い
る
。

　
審
査
の
過
程
で
、
委
員
か
ら
は
「
現

状
で
独
自
の
認
定
基
準
を
使
用
し

対
象
を
広
げ
て
い
る
こ
と
は
理
解

し
た
が
、
今
後
も
削
減
さ
れ
な
い

よ
う
に
配
慮
を
求
め
る
意
味
で
採

択
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
の
意

見
が
あ
る
一
方
で
、
「
陳
情
の
願
意

は
達
成
し
て
お
り
、
採
択
す
る
必

要
は
な
い
」
、「
他
市
町
村
と
比
べ

て
手
厚
く
実
施
し
て
い
る
」
と
い

っ
た
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
審
議
を
踏
ま
え
て
採

決
し
た
結
果
、
賛
成
少
数
で
不
採

択
と
決
し
ま
し
た
。

＊
陳
情
第
８
号
に
つ
い
て
は
、
所

管
委
員
長
か
ら
閉
会
中
の
継
続
審

査
の
申
し
出
が
あ
り
、
全
会
一
致

で
継
続
審
査
と
決
し
ま
し
た
。

番
　
号

議
決
結
果

件
　
　
　
　
　
　
　
名

不
 

採
 

択

不
 

採
 

択

継
続
審
査

請
願第

3
号

陳
情第

7
号

第
8
号

県
に
ビ
キ
ニ
被
災
者
救
済
措
置
を
講
ず
る
よ
う
意
見

書
提
出
を
求
め
る
請
願

就
学
援
助
の
縮
小
に
反
対
し
、
現
状
維
持
と
充
実
を

求
め
る
陳
情

公
立
学
校
教
員
に
一
年
単
位
の
変
形
労
働
制
を
適
用

し
な
い
よ
う
県
へ
の
意
見
書
提
出
を
求
め
る
陳
情

▼ 

請 

願
・
陳 

情 
▲

　
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、
所
管
の
委
員
会

に
付
託
さ
れ
、
審
査
の
結
果
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。



＊
詳
し
い
報
告
内
容
は
、
紙
面
の
都
合
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
な
お
、
宿
毛
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
報
告
書
全
文
を
掲
載

し
て
い
ま
す
。

行
政
視
察
報
告

　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
が
先
進
地
視
察
を
実
施
し
ま
し
た
の

で
、
そ
の
概
要
を
報
告
し
ま
す
。

日
　
時
　
十
一
月
七
日（
木
）

　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分
よ
り

視
察
地
　
広
島
県
尾
道
市

視
察
テ
ー
マ

 
「
平
山
郁
夫
美
術
館
の

　
　
　
建
設
経
緯
等
に
つ
い
て
」

　
尾
道
市
（
お
の
み
ち
し
）
は
、
瀬

戸
内
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
、
山

陽
自
動
車
道
、
瀬
戸
内
し
ま
な
み

海
道
に
加
え
、
平
成
二
十
七
年
三

月
に
全
線
開
通
し
た
中
国
や
ま
な

み
街
道
に
よ
り
、
広
域
拠
点
と
し

て
の
機
能
は
高
ま
り
、
ま
さ
に
「
瀬

戸
内
の
十
字
路
」
と
し
て
の
発
展

が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
人
口
十
三

万
六
千
二
百
六
十
五
人
（
令
和
元

年
十
月
末
現
在
）
の
都
市
で
す
。

　
旧
瀬
戸
田
町
（
現
尾
道
市
）
の

観
光
は
、
耕
三
寺
に
依
存
し
た
観

光
で
あ
り
、
耕
三
寺
へ
の
入
場
料

以
外
で
は
観
光
客
の
約
三
十
％
が

七
百
円
程
度
の
消
費
額
し
か
な
い

立
ち
寄
り
型
の
観
光
地
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
夏
場
の
観
光
客
が
極
端
に

少
な
く
、
耕
三
寺
だ
け
に
頼
ら
な

い
新
し
い
魅
力
を
い
か
に
し
て
作

る
か
が
当
時
の
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
ま
し
た
。

　
旧
町
長
（
和
氣
　
成
祥
　
氏
）
は
、

平
山
郁
夫
画
伯
の
「
故
郷
瀬
戸
田

が
平
山
芸
術
の
原
点
で
あ
る
」
と

の
言
葉
を
思
い
出
し
、
文
化
の
薫

る
島
づ
く
り
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

大
都
会
の
人
の
評
価
に
耐
え
う
る

一
流
を
目
指
す
こ
と
、
ま
た
、
地

域
に
と
っ
て
価
値
あ
る
オ
ン
リ
ー

ワ
ン
の
創
出
を
目
指
す
た
め
に
手

掛
け
た
の
が
、
島
づ
く
り
の
核
で

あ
る
平
山
郁
夫
美
術
館
建
設
で
し
た
。

　
美
術
館
は
、
平
山
記
念
館
建
設

推
進
町
民
会
議
が
平
成
四
年
六
月

に
設
置
さ
れ
て
か
ら
、
五
年
後
の

平
成
九
年
四
月
に
総
事
業
費
約
十

七
億
円
、
延
べ
床
面
積
約
二
千
百

八
十
裃
の
美
術
館
が
開
館
し
、
管

理
運
営
に
つ
い
て
は
、
平
山
画
伯

が
中
国
等
の
海
外
と
の
つ
な
が
り

が
あ
り
、
行
政
の
枠
組
み
で
は
対

応
し
き
れ
な
い
と
判
断
し
た
こ
と

か
ら
、
行
政
直
営
で
は
な
く
財
団

法
人
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。

　
旧
町
長
か
ら
は
、
「
美
術
館
に
焦

点
を
あ
て
る
の
か
、
地
域
づ
く
り

の
重
要
な
位
置
づ
け
と
す
る
の
か

で
違
っ
た
結
果
が
出
て
く
る
の
で
、

理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
」
と

の
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
建
設
の
経

緯
や
関
係
機
関
と
の
連
携
、
運
営

に
関
す
る
課
題
等
に
つ
い
て
調
査

し
ま
し
た
。

日
　
時
　
十
一
月
八
日（
金
）

　
　
　
　
午
前
十
時
よ
り

視
察
地
　
岡
山
県
総
社
市

視
察
テ
ー
マ

 
「
英
語
特
区（
教
育
特
区
）に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
」

　
総
社
市
は
、
岡
山
県
の
南
西
部

に
位
置
し
、
東
部
は
岡
山
市
、
南

部
は
倉
敷
市
の
２
大
都
市
に
隣
接

し
て
お
り
、
近
年
で
は
、
歴
史
に

培
わ
れ
た
吉
備
文
化
と
、
豊
か
な

自
然
環
境
を
背
景
に
、
住
宅
都
市
・

学
園
都
市
と
し
て
の
発
展
も
み
せ

て
お
り
、
総
面
積
は
約
二
百
十
二

裄
で
、
人
口
は
令
和
元
年
十
月
末

現
在
で
六
万
九
千
二
百
六
十
六
人

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
英
語
特
区
（
教
育
特
区
）
は
、
対

象
の
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校

が
連
携
し
、
一
貫
性
の
あ
る
特
別

な
英
語
教
育
を
提
供
す
る
こ
と
に

よ
り
、
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
能
力
と
国
際
的
視
野
を
身
に

付
け
た
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う

目
標
を
掲
げ
て
、
平
成
二
十
六
年

四
月
か
ら
始
ま
っ
た
事
業
で
、
平

成
二
十
八
年
度
か
ら
は
音
楽
・
英

語
特
区
で
ス
タ
ー
ト
し
た
小
学
校

及
び
体
育
・
英
語
特
区
で
ス
タ
ー

ト
し
た
小
学
校
が
あ
る
た
め
、
全

て
を
含
め
て
教
育
特
区
と
呼
ん
で

い
ま
す
。

　
元
々
は
文
部
科
学
省
の
許
可
を

受
け
て
英
語
特
区
を
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
が
、
現
在
で
は
、
小
中
一

貫
教
育
の
中
の
特
別
な
教
育
課
程

で
実
施
で
き
る
の
で
許
可
を
受
け

て
い
な
い
学
校
が
あ
り
ま
す
。

　
特
区
内
の
小
中
学
校
で
は
、
指

定
校
区
だ
け
で
は
な
く
、
市
外
は

も
ち
ろ
ん
、
市
内
の
他
の
校
区
か

ら
も
受
け
入
れ
を
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
「
お
か
や
ま
昭
和
暮
ら
し
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
等
と
連
携
す
る
こ
と

で
移
住
・
定
住
も
促
進
し
て
い
ま
す
。

　
特
区
内
の
昭
和
地
区
に
あ
る
維

新
幼
稚
園
、
維
新
小
学
校
、
昭
和

幼
稚
園
、
昭
和
小
学
校
、
昭
和
中

学
校
は
、
五
つ
星
学
園
と
し
て
、

合
同
職
員
会
議
や
園
長
・
校
長
に

よ
る
管
理
職
会
議
を
実
施
し
な
が

ら
連
携
を
行
い
、
系
統
性
の
あ
る

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
策
定
や
効
果
的

な
教
材
の
選
定
・
開
発
を
行
い
、

幼
稚
園
か
ら
中
学
校
三
年
生
ま
で

の
年
間
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。

　
五
つ
星
学
園
で
は
、
他
校
と
比
べ
、

Ａ
Ｌ
Ｔ
の
滞
在
時
間
が
長
い
の
で
、

授
業
だ
け
で
な
く
日
常
的
に
会
話

を
し
た
り
、
運
動
会
の
種
目
の
紹

介
が
英
語
で
行
わ
れ
た
り
し
て
お
り
、

英
語
に
触
れ
る
機
会
が
多
い
の
が

特
徴
で
す
。

　
特
区
が
目
標
と
し
て
い
る
英
語

力
は
、
小
学
校
六
年
生
で
英
検
四

級
（
中
学
校
中
級
）
レ
ベ
ル
、
中
学

校
三
年
生
で
英
検
二
級
（
高
校
卒
業
）

レ
ベ
ル
と
し
て
い
ま
す
が
、
な
か

な
か
難
し
い
現
状
の
中
、
毎
年
数

名
は
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
て
い

ま
し
た
。

　
今
回
の
調
査
で
は
、
事
業
導
入

の
経
緯
や
効
果
、
課
題
等
に
つ
い

て
調
査
し
ま
し
た
。
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氏　名

案　件

議

決

結

果

川

田

　

栄

子

今

城

　

　

隆

堀

　

　

景

三

木

　

健

正

川

村

三

千

代

　

欠

　

　

員

　

闍

倉

　

真

弓

山

上

　

庄

一

山

戸

　

　

寛

野

々

下

昌

文

松

浦

　

英

夫

寺

田

　

公

一

饌

田

　

陸

紀

岡

闢

　

利

久

不採択○ ○

各議員の議案等に対する意思表示の状況

賛否の分かれた案件を記載しています。

【○：採択　×：不採択】

請願第３号

陳情第７号

議
　
長

議
　
長

× ○ × × × ○ × ○ × ×

不採択○ × × × × × × × × × × ×

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

　
市
議
会
だ
よ
り
は
紙
面
の
都
合
で
発
言
の
一
部

し
か
掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
詳
し
く
は
「
会
議
録
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
三
月
定
例
会
の
会
議
録
は
六
月
上
旬
に
で
き
る

予
定
で
す
。

　
議
会
事
務
局
、
市
立
坂
本
図
書
館
及
び
各
支
所

並
び
に
宿
毛
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま

す
。

　
議
会
開
会
中
は
宿
毛
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
ス

ワ
ン
テ
レ
ビ
で
映
像
中
継
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
過
去
の
議
会
映
像

も
配
信
し
て
い
ま
す
。

Ｑ　請願（権）とは。

Ａ　国民を始め、広く人々が、国又
は地方公共団体等の公共団体に対し、
それらが所管する事項に関し、一
定の措置をとるよう、あるいはと
らないよう希望し、申し出ること（又
は申し出る権利のこと）をいいます。
　　市議会に請願書を提出する場合
は、邦文で請願の趣旨、提出年月日、
請願者の住所及び氏名を記載の上、
押印します。そして請願書の表紙
に紹介議員の署名又は記名押印が
必要となります。

★
会
議
録
の
閲
覧
を
★

●議会用語Ｑ＆Ａ
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宿
毛
の
教
育
に
つ
い
て

宿
毛
の
教
育
に
つ
い
て

宿
毛
市
教
育
長
　
出
口
　
君
男

　

令
和
2
年
度
教
育
行
政
方
針
を

抜
粋
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

人
　
権
　
教
　
育

　

市
民
一
人
ひ
と
り
が
人
権
の
意

義
と
重
要
性
に
つ
い
て
正
し
い
認

識
と
理
解
を
深
め
、
不
当
な
差
別

を
な
く
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
機

会
を
通
じ
て
人
権
教
育
を
積
極
的

に
推
進
し
、
全
て
の
人
が
人
と
し

て
尊
重
し
合
え
る
明
る
い
ま
ち
づ

く
り
と
人
権
意
識
の
向
上
に
努
め

ま
す
。

学
　
校
　
教
　
育

　
「

２１ 
世
紀
を
心
豊
か
に
生
き
抜

く
こ
と
の
で
き
る
子
ど
も
の
育

成
」
を
基
本
と
し
て
、
幅
広
い
知

識
と
教
養
を
身
に
付
け
、
豊
か
な

情
操
と
道
徳
心
を
培
う
と
と
も

に
、
健
や
か
な
身
体
を
養
う
こ
と

を
目
指
し
て
学
校
教
育
の
充
実
に

取
り
組
み
ま
す
。

　

小
学
校
に
お
い
て
は
令
和
2
年

度
か
ら
、
中
学
校
に
お
い
て
は
令

和
3
年
度
か
ら
全
面
実
施
さ
れ
る

新
た
な
学
習
指
導
要
領
で
は
、
社

会
に
出
て
か
ら
も
学
校
で
学
ん
だ

こ
と
を
生
か
せ
る
よ
う
、
学
ん
だ

こ
と
を
人
生
や
社
会
に
生
か
そ
う

と
す
る
「
学
び
に
向
か
う
力
、
人

間
性
」、
未
知
の
状
況
に
も
対
応
で

き
る
「
思
考
力
、
判
断
力
、
表

現
力
」、
実
際
の
社
会
や
生
活
で

生
き
て
働
く
「
知
識
お
よ
び
技
能
」

の
3
つ
の
力
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
育

む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
主

体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
を
通

し
て
確
か
な
学
力
の
保
障
と
豊
か

な
人
間
性
の
向
上
に
取
り
組
み
ま

す
。

重
点
目
標
・
施
策

●
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
や

到
達
度
把
握
調
査
、
高
知
県
学

力
定
着
状
況
調
査
の
結
果
を
学

校
現
場
と
共
有
・
分
析
し
、
基

礎
学
力
の
定
着
と
学
力
の
向
上

に
繋
げ
て
い
き
ま
す
。

●
お
互
い
を
認
め
合
う
人
権
教
育

を
充
実
さ
せ
る
中
で
、
い
じ
め

問
題
等
の
予
防
に
努
め
ま
す
。

●
道
徳
教
育
や
人
権
教
育
の
充
実

を
図
り
、
人
間
と
し
て
身
に
つ

け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

規
範
意
識
や
道
徳
心
、
人
権
を

尊
重
す
る
心
の
育
成
に
努
め
ま

す
。

●
教
育
研
究
所
を
中
心
と
し
て
教

科
研
修
の
充
実
を
図
る
中
で
、

授
業
改
善
、
指
導
力
の
向
上
に

努
め
ま
す
。

●
朝
マ
ラ
ソ
ン
や
休
み
時
間
等
を

活
用
し
た
運
動
を
奨
励
し
、
日

常
生
活
に
お
い
て
も
生
活
習
慣

や
運
動
習
慣
の
確
立
に
向
け
た

取
り
組
み
を
行
い
ま
す
。

●
子
ど
も
た
ち
の
安
全
・
安
心
を

確
保
す
る
た
め
、
青
少
年
育
成

セ
ン
タ
ー
を
核
と
し
て
、
犯
罪

か
ら
子
ど
も
た
ち
を
守
る
取
り

組
み
を
推
進
し
ま
す
。

●
新
学
習
指
導
要
領
に
基
づ
き
、

令
和
2
年
度
か
ら
小
学
校
に
お

い
て
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
が

実
施
さ
れ
る
中
で
、
学
校
の
Ⅰ

Ｃ
Ｔ
環
境
を
整
備
し
、
高
度
情

報
化
社
会
に
適
応
で
き
る
子
ど

も
の
育
成
に
努
め
ま
す
。

●
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
備
え
、
非

構
造
部
材
の
耐
震
対
策
を
進
め

る
と
と
も
に
、
老
朽
化
が
懸
念

さ
れ
る
各
施
設
に
つ
い
て
も
対

策
に
努
め
ま
す
。

学
　
校
　
給
　
食

　

す
べ
て
の
児
童
・
生
徒
が
み
ん

な
で
一
緒
に
お
い
し
い
給
食
が
食

べ
ら
れ
る
よ
う
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー

食
等
の
対
応
も
行
い
、
安
心
・
安

全
で
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
学

校
給
食
を
提
供
し
、
食
育
の
推
進

に
努
め
ま
す
。

重
点
目
標
・
施
策

●
安
心
・
安
全
な
学
校
給
食
を
提

供
す
る
た
め
、
衛
生
管
理
の
徹

底
を
図
り
ま
す
。

●
新
た
な
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
の

建
築
に
向
け
て
、
早
い
時
期
に

建
築
年
度
、
場
所
、
施
設
の
概

要
等
具
体
的
な
計
画
の
策
定
に

取
り
組
み
ま
す
。

生
　
涯
　
学
　
習

　

子
ど
も
や
若
者
、
働
き
盛
り
の

世
代
も
含
め
、
地
域
住
民
全
体
が

気
軽
に
集
え
る
機
会
を
提
供
し
、

い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
誰
で
も

が
、
自
発
的
に
学
習
で
き
る
学
習

機
会
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り

地
域
全
体
の
教
育
力
の
向
上
を
図

り
、
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重

さ
れ
、
子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に

育
つ
豊
か
で
文
化
的
な
地
域
社
会

づ
く
り
に
取
り
組
み
ま
す
。

重
点
目
標
・
施
策

●
放
課
後
子
ど
も
教
室
・
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
の
取
り
組
み
に
よ

り
、
放
課
後
等
の
子
ど
も
た
ち

の
安
全
で
安
心
な
活
動
場
所
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
地
域
の

教
育
力
を
活
用
す
る
中
で
、
地

域
ぐ
る
み
で
子
ど
も
た
ち
の
健

全
育
成
に
努
め
ま
す
。

●
新
た
な
文
化
事
業
と
し
て
「
宿

毛
市
市
民
講
座
」
を
開
催
し
、

市
民
の
方
々
に
学
び
の
機
会
を

提
供
す
る
こ
と
で
、
豊
か
で
生

き
が
い
の
あ
る
生
活
を
実
感
し

て
い
た
だ
く
よ
う
努
め
ま
す
。

●
市
民
一
人
ひ
と
り
が
体
力
や
年

齢
、
技
術
等
に
応
じ
て
、
生
涯

を
通
じ
て
気
軽
に
楽
し
む
こ
と

が
で
き
る
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推

進
に
努
め
ま
す
。

教
育
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防
災

　近い将来、高い確率で南海トラフ地震が起きるといわれています。地震に備えて今すぐ家具転倒対策を
行いましょう。

　市民の皆さんが安心して住むことができる震災に強いまちづくりを進めるため、昭和 56 年以前の住宅を
対象に、耐震化にかかる費用の助成を行っています。ぜひご活用ください。

保証対象  昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅

対象経費  避難路などに面する高い既存のコンクリートブロック塀などの撤去または安全な塀への改修費
対象経費  上限 40 万円または 1m（1m 未満は切り捨て）× 2 万 500 円 /m のいずれか少ない額

地震に備えよう

住宅の耐震化に係る支援

 問  宿毛消防署　☎63-3111（代表） 　☎63-3300（火災・災害用）　  63-3396

 問  危機管理課　☎63-0951

耐震診断 耐震設計 耐震改修

木　造 無料
非木造 定額補助（上限 3 万 4,572 円）

2/3 の補助
（上限 20 万 5 千円）

上限 92 万 5 千円まで補助

※耐震診断を省略して耐震設計から行うこと
　もできます。

ブロック塀対策の支援

宿毛市内での愛護動物（主に猫）の遺棄が多く確認されていま
す。それに伴い、遺棄のあった地区の方はとても困っています。
まず動物の遺棄は犯罪だという認識を一人ひとりが持つことが
大切です。不必要な繁殖を抑え、遺棄されてしまう不幸な猫が
少なくなるよう不妊手術をすることもとても重要です。
宿毛市では動物の遺棄防止を啓発するポスターや看板の設置・
配布を行っています。看板等で啓発したいという方はお問い合
わせください。

愛護動物の遺棄は犯罪です
動物が遺棄される

周辺環境の悪化 繁殖する

住みつく虐待や別地区への遺棄

被害の拡大

家具類の転倒・落下・移動で起こるかもしれない被害

●火災
地震が起こると、家具類の転倒・落下・移動によって火災が発生することがあります。ストーブやヒーターなど、
熱を発する器具に家具類が転倒をした場合だけでなく、ストーブなどに家具類の収容物（本棚の本など）が落下す
ることでも、火災が発生する危険があります。
●避難障害
出入口付近に家具転倒対策を行っていない家具を配置してしまうと、地震により、転倒した家具が出入口を塞ぎ、
逃げられなくなることがあります。安全・確実に避難するためには、出入口付近や避難経路に家具を置かないことや、
家具を置く向きを工夫したりすることも非常に大切です。

Ｌ型金具などを使用し、家具と壁をネジ留めする方法が最も効果の高い方法ですが、壁に穴を開けられ
ない場合は、ネジ留めが不要な対策器具を組み合わせて固定する方法もあります。

家具転倒対策

住宅の耐震化の支援

愛護動物の遺棄および虐待は犯罪にあたり100万円以下の罰金が科せられ、
殺傷した場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられます。  問  健康推進課　☎63-1113
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 問  福祉事務所　☎ 63-1114

マイナンバーカードを作りませんか   申請時来庁方式編

第 11 回特別弔慰金の支給

　市民課ではマイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、無料で写真撮影を行い申請のお手伝いをし
ています。本人確認書類などの要件を満たしている方は、カードを自宅で受け取ることができます。

対象者  戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 2 年 4 月 1 日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者の妻や父母など）がいない場合に、
次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

順位 対象者 支給要件

1
令和 2 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者援護法

による弔慰金の受給権を取得した方

主に、戦没者などの配偶者の方（遺族以外の方と結婚

していない方）です。
2 戦没者などの子 戦没者の死亡当時、胎児であった方も含まれます。

3
戦没者などの (1) 父母　 (2) 孫　 (3) 祖父母　

(4) 兄弟姉妹

戦没者などの死亡当時、生計関係を有していること等

の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替

わります。

4
１から 3 以外の戦没者などの三親等内の遺族

（甥、姪等）

戦没者などの死亡時まで引き続き 1 年以上の生計関係

を有していた方に限ります。
※戦没者などの死亡当時の遺族であること（戦没者等の死亡日以前に生まれていること）が条件です。
※支給対象者が令和 2 年 4 月 1 日以降に亡くなった場合、その方のご遺族が「相続人」として請求できます。

支給内容  額面 25 万円、5 年償還の記名国債
請求期間  令和 2 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日

添付資料など（戸籍など）の認証年月日は、令和 2 年 4 月 1 日以降であることが必要です。
※請求期間を過ぎると第 11 回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 問  市民課　☎ 63-1112

受付時間  平日 8 時 30 分～ 17 時 15 分（毎月第 2・4 木曜日は 19 時まで受付時間延長）
持参物  

①マイナンバーカード交付申請書　※お持ちでない方は、本人確認書類を持参した上で再発行可能

②通知カード　　③住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
④本人確認書類（次の A 2 点、または A と B を組み合わせた 2 点）

Ａ . 運転免許証、運転経歴証明書（平成 24 年 4 月 1 日以降交付のもの）、
パスポート、身体障害者手帳、在留カード　など

Ｂ . 健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書　など
申請・受取方法  

①交付申請書記入
②本人確認をしたうえで顔写真撮影
③自身でパスワードを決定し、設定依頼書提出
④通知カード返納

本人限定受取郵便で
マイナンバーカードを
自宅で受け取る

依頼を受けたパスワードを
マイナンバーカードに
職員が設定1 ケ月後

通知カードを忘れた場合や本人確認書類が B 2 点の場合
は、お知らせのはがきを送りますので、市民課窓口での受
け取りをお願いします。

写真撮影は
無料です！！
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日本年金機構幡多年金事務所による 年 金 相 談
日  時 必要なもの

代 理 人 の 場 合

5 月 19 日（火）
9 時 30 分 ～ 12 時、13 時 ～ 15 時

●委任状
●委任者と代理人の本人確認ができるもの

 問  幡多年金事務所　☎ 0880-34-1616

●年金手帳や年金証書
●年金の手続きであれば送られてきた書類一式
●認め印　●本人確認ができるもの
●マイナンバーの分かるもの

場  所

予  約

宿毛市役所
受  付 市民課年金係

幡多年金事務所へ直接予約のお電話
をしてください。
ご予約はお早めに。 ※詳細については、予約の際にお尋ねください。

 問  幡多年金事務所　☎ 0880-34-1616（自動音声案内）（ページ内すべて）

国民年金の手続きはお済みですか
就職や退職、結婚などで種別が変わるときは変更の届出が必要です

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を

　公的年金制度は、老後の暮らしをはじめ、病気や事故で障害を負ったときや一家の働き手が亡くなったと
きに、みんなで暮らしを支え合う制度です。日本国内に居住している 20 歳以上 60 歳未満の方で、他の年
金制度に加入していない方は、国民年金の被保険者となります。
　届出をしないと将来の年金額に影響が出る場合があります。必要な手続きはお早めに済ませましょう。

　幡多年金事務所では、年金相談や年金請求手続きについて、「事前予約」を行っています。お待たせ時間
の少ない「予約相談」をぜひご利用ください。
●予約相談希望日の 1 ケ月前から前日まで受付しています。
●お申し込みの際は、基礎年金番号のわかるもの（年金手帳や年金証書など）をご用意ください。

現種別 種別が変わった理由 届出先

第 1 号
（農業者・自営業者・学生など）

●就職して厚生年金または共済組合に加入した 勤務先

●会社員と結婚して被扶養配偶者になった
配偶者の勤務先

●夫が就職して被扶養配偶者になった

第 2 号
（会社員などの厚生年金・
  共済組合などの加入者）

●転職して自営業になった
　（被扶養者も第 1 号被保険者になります） 市役所や年金事務所
●会社を退職して自営業の妻となった

●会社を退職して会社員の被扶養配偶者になった 配偶者の勤務先

第 3 号
（会社員など（第 2 号被保険者）
 に扶養されている配偶者）

●夫が会社を退職した

市役所や年金事務所
●会社員の夫と離婚した
●収入が増え被扶養配偶者でなくなった
●夫が亡くなった
●会社に就職して被扶養配偶者でなくなった 勤務先
●夫が転職し厚生年金から共済組合または
　共済組合から厚生年金になった 配偶者の勤務先

※妻が会社員などで、夫が被扶養配偶者の場合は、夫を妻と読み替えてください。

持参物  
●基礎年金番号のわかるもの（年金手帳、年金証書など）
●退職日が確認できる書類（離職票、雇用保険受給資格者証など）
●本人確認のできるもの（運転免許証、健康保険証など）
※各手続きによって必要となるものが増える場合があります。
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後期高齢者医療制度の令和 2・3 年度の保険料率決定

 問  市民課　☎ 63-1112

被保険者均等割額　5万 4,316 円　所得割率　10.49％
　高知県の後期高齢者の医療費は毎年増加しているため、医療保険が負担する費用も増加していますが、
基金を活用することにより、令和2・3年度の保険料率については、平成30年度・令和元年度の保険料率令和2・3年度の保険料率については、平成30年度・令和元年度の保険料率
（被保険者均等割額5万4,394円・所得割率11.42%）から引き下げることとなりました。（被保険者均等割額5万4,394円・所得割率11.42%）から引き下げることとなりました。
　　1人あたりの年間保険料の上限額は、令和2年度の保険料から62万円から64万円に変わります。1人あたりの年間保険料の上限額は、令和2年度の保険料から62万円から64万円に変わります。
　令和 2 年度の個々の保険料額については、前年中の所得が確定した後、次の計算方法により 7 月初旬に
決定する予定です。

●令和 2年度の保険料の計算方法

●被保険者均等割額 8割・8.5 割軽減の特例措置が縮小されます。

●被保険者均等割額の 2割・5割軽減対象者の基準が広がります。

1 人あたりの年間保険料
（100 円未満切り捨て）

1 人あたり定額の保険料
［被保険者均等割額］
5万 4,316円

所得に応じた保険料［所得割額］
賦課基準額（※1）×10.49％＝ ＋

軽減の割合 軽減後の被保険者均等割額
同一世帯内の世帯主と被保険者の

総所得金額等の合計額（※ 2）
令和元年度 令和 2 年度 令和元年度 令和 2 年度

8 割 7 割 1 万 878 円 1 万 6,294 円 33 万円以下で、被保険者全員が
公的年金等収入 80 万円以下かつその他の所得がない

8.5 割 7.75 割 8,159 円 1 万 2,221 円 33 万円以下で、上の基準に該当しない

軽減の割合 軽減後の被保
険者均等割額

同一世帯内の世帯主と被保険者の総所得金額等の合計額（※ 2）

改正前（令和元年度） 改正後（令和 2 年度）

5 割 2 万 7,158 円 33 万円＋（28 万円 × 被保険者数）以下 33 万円＋（28 万 5 千円 × 被保険者数）以下

2 割 4 万 3,452 円 33 万円＋（51 万円 × 被保険者数）以下 33 万円＋（52 万円 × 被保険者数）以下

※ 1 賦課基準額…総所得金額など（被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額）から基礎控
　　　　　　　　除額（33 万円）を差し引いた金額

※ 2 総所得金額等の合計額…前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額。ただし、世帯主や被保険者が
65 歳以上で公的年金等所得がある場合、公的年金等所得から 15 万円を差し引いた額で軽減
を判定。

保険料の軽減は、その年度の 4 月 1 日（4 月 2 日以降新たに資格を取得した方は資格取得日）時点の世
帯構成による世帯主及び被保険者全員の前年中の所得をもとに算定されます。世帯主および被保険者の
うち、前年中の所得が未申告の方がいた場合、その世帯の被保険者全員の保険料の軽減が判定できませ
んので、必ず所得の申告をお願いします。

　「被保険者均等割額」については、次のような軽減措置があります。令和元年度に 8 割軽減・8.5 割軽減
の対象だった方は、これまで国の特例措置により軽減割合が上乗せされていましたが、令和元年度から段
階的に制度本来の７割軽減に戻す見直しが行われています。
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「いきいき百歳体操」　～地域でみんなで介護予防～

　住民主体で５名以上集まり、週１回以上「いきいき百歳体操」を行う自主グ
ループに対し、体操支援を行っています。おもりを使い体操を週 1 回以上継続
することで筋力がつき、日常の生活動作が楽にできるようになります。「坂道
を歩くのが楽になった」「イスからの立ち上がりが楽になった」など効果を実
感される方も多く、実際に体操前後の体力測定結果でも効果がみられています。
週に 1 ～ 2 回、集会所など、身近で誰でも気軽に行ける場所で行われています。

 問  長寿政策課　☎ 63-9112

坂本図書館新刊だより
（内容紹介は、㈱図書館流通センター TRC MARC より）

●とりあえずありがとう
五味太郎　作

絵本館
　トイレで紙がなくて困っていた
ら、窓から紙飛行機が…。いじめっ
こにいじめられていたらおすもう
さんが…。とりあえず「ありがと
う」と言ってしまう愉快なシチュ
エーションが盛りだくさんのユー　　　

　　　　　　　　　　モア絵本。
●ちょきんばこのたびやすみ

村上しいこ　さく、長谷川義史　え／ PHP 研究所
●ぜんぶわかる ! ジャガイモ

安田守　著、森元幸　監修／ポプラ社

●クスノキの番人
東野圭吾　著
実業之日本社

　解雇された職場に盗みに入り逮
捕された直井玲斗は、弁護士費用
を支払ってくれた伯母から、クス
ノキの番人をするように命じられ
る。そのクスノキに祈れば、願い
が叶うと言われていて…。

●晴れの日散歩
角田光代　著／オレンジページ

●最新 CASE がよくわかる本　
　－ AI とネットワークで変わる自動車と社会－

神崎洋治　著／秀和システム

 問  坂本図書館　☎ 63-2654

　●週 1 回、もしくは週 2 回実施ができる。
　●体操を 3 か月以上続けることができる。

　● 5 名以上の参加者がいる。地区の誰でも参加が
できる。

今年度も次の条件を満たすグループを支援します

現在活動中のグループ（45 カ所）

（令和２年３月時点・順不同）

2 月には「いきいき百歳体操の集い」を行い、活動しているグループの自慢や工夫していることを
聞くなどお互いの活動を知る機会となりました。

宿毛支部 小筑紫支部 和田支部
●坂ノ下 ●与市明 ●沖須賀 ●福良 ●田ノ浦 ●栄喜 ●中角 ●和田 ●さくらが丘
●貝塚 ●真丁 ●仲須賀 ●白梅（小筑紫） ●正和 ●高石
●みやび（街区） ●新田 ●大海なぶら会（大海） ●文殊（二ノ宮）
●さくら（街区） ●菜の花（小筑紫） ●なでしこ会（長野）
●あけぼの（街区）

西支部 山奈支部 橋上支部
●西町 ●四季の丘 ●自由ケ丘 ●長尾 ●芳奈 ●竹部 ●神有 ●橋上 ●坂本
●錦 ●片島 ●藻津 ●小島 ●手代岡
●高砂 ●ぶんたん（大深浦）

平田支部 沖の島支部
●戸内 ●徳師 ●寺尾 ●母島 ●弘瀬
●ケアハウスすくも

　今の状態が終息し、いきいき百歳体操やそれぞれの方の生きがい、楽しみの活動などが再開できる時まで、
これまでと変わらない状態を維持していきましょう。
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 問  福祉事務所　☎63-1114

 問  健康推進課　☎63-1113

 問  各学校および保育園等／福祉事務所　☎63-1114 ／家庭児童相談室　☎ 63-1147

ひとり親家庭医療費助成制度
　ひとり親家庭の保護者と 18 歳までの児童の医療費を助成します。この助成を受けるには、申請が必要で
す。5 月は、ひとり親家庭医療費受給資格の更新月です。現在、助成を受けている方には、4 月下旬に届出
用紙を送付していますので、忘れずに提出してください。

　子どもさんのお口に大切なことを一緒に考えませんか。
　一生自分の歯で食べ豊かに暮らせるかどうかは、乳幼児期の歯の状態が大きく影響します。おいしく食べ、
心と体に栄養を取りこんでいけるよう、歯と口の健康づくりについて学べる講演です。

　この相談会は、専門的知識および技術を必要とする子どもさんについて、その子どもさん自身の発達状
況を保護者と関係者が共有し、早期治療や育児支援を行い心身の発達を促進するために、幡多児童相談所
の協力を得て年 3 回実施しています。各学校および保育園など、市役所窓口にご相談ください。

むし歯予防からはじまる健口生活－お口から始める健康づくり－

令和２年度子育て講演会

日  時  6 月 11 日（木）　10 時～ 11 時 30 分
受  付   9 時 30 分～
場  所  正和隣保館（和田 824 番地 1）　
講  師  歯科医師　前田 恵美先生 （前田歯科矯正歯科）

管理栄養士　山﨑 久美子　（健康推進課）
対象者  妊婦・乳幼児の保護者、祖父母など子どもとかかわる方
託  児  あり（6 月 4 日（木）までに要申込）　　　

※講演終了後、希望者はフッ素塗布や歯科医師・歯科衛生士・管理栄養士による個別相談を受けられます。

受付期間  5 月 1 日（金）～ 5 月 29 日（金）　（土・日・祝日を除く）
受付場所  福祉事務所子育て推進係
対象者  所得税非課税世帯

（税の確定する 6 月に審査が必要となります。ただし、税制改正により廃止された年少扶養・特定扶養控除
上乗せ分があるものとして審査するため、実際の課税状況と審査結果が異なる場合があります。）

持参物  ●対象者全員の健康保険証　●認め印　●ひとり親家庭医療費受給者証
※受給者によって必要書類を別に提出していただく場合があります。
※児童とは 18 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までの間にある者です。

第 1 回宿毛市子ども相談会
令和２年度

日  時  6 月 3 日（水）　9 時 30 分～ 16 時（事前申込制）　　 場  所  宿毛文教センター
申込締切  5 月 22 日（金）　　 予定人数  約 3 ～ 4 人程度（先着順）

※検査などの都合上、一人につき 1 ～ 2 時間程度かかります。
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 問  健康推進課  ☎ 63-1113
6 月の保健事業

赤ちゃん広場
日 場　　所 実　施　時　間

4 木
宿毛市総合社会福祉センター 9：30 ～ 11：30

宿毛市地域子育て支援センター 9：30 ～ 11：30

乳児健康診査   対象児に個人通知します

母子保健

日 場　　所 受　付　時　間

3 水 宿毛文教センター 12：15 ～ 12：55

日 場　　所 受　付　時　間

12 金 宿毛市総合社会福祉センター 9：00 ～ 9：40

成人保健

日 場　　所 肺がん検診および結核検診 胃がん検診（バリウム検査）
特定健康診査 / 前立腺が
ん検診 / 大腸がん検診

20 土 咸陽小学校 8 ： 00 ～ 9 ： 00 8 ： 00 ～ 9 ： 00 9 ： 00 ～ 10 ： 00

25 木
二ノ宮集会所 8 ： 00 ～ 8 ： 40 9 ： 00 ～ 10 ： 00

正和隣保館 13 ： 00 ～ 13 ： 40 13 ： 30 ～ 14 ： 30

日 場　　所 受付時間

20 土

咸陽小学校 8 ： 00 ～ 9 ： 00

宿毛警察署 9 ： 20 ～ 10 ： 00

高石集会所 10 ： 15 ～ 10 ： 25

和田集会所 10 ： 40 ～ 11 ： 10

押ノ川集会所 11 ： 20 ～ 11 ： 50

25 木

二ノ宮集会所 8 ： 00 ～ 8 ： 40

貝礎改良住宅
第一団地隣保館側広場 9 ： 05 ～ 9 ： 25

ふれあいマーケット山奈 9 ： 30 ～ 10 ： 10

手代岡隣保館下 10 ： 20 ～ 10 ： 40

正和隣保館 13 ： 00 ～ 13 ： 40

芳奈老人憩いの家 14 ： 00 ～ 14 ： 30

馬場住集会所 14 ： 40 ～ 15 ： 00

天神広場 15 ： 10 ～ 15 ： 20

【セット健診】特定健康診査および各種がん検診

肺がん検診および結核検診

※各健診とも、単独での受診が可能です。

1 歳 6 か月児・3 歳児健康診査  対象児に個人通知します

●高知県幡多福祉保健所健康障害課
　精神保健福祉担当

☎ 0880-34-5124（直通）
☎ 0880-35-5979

●お酒の悩みごと相談 　幡多断酒会  大江  拓　
☎ 090 -1173 -4672

●健康推進課 健康指導係　☎ 63-1113

心の健康相談

保健師による電話・面接相談を随時お受けしています。
幡多福祉保健所では、精神科嘱託医の相談も行っています。

相 談 窓 口

はなちゃんクイズ！クイズに答えて、はなちゃん特製缶バッジゲット！

発表
発表は発送をもって代えさせていただきます。（5 名以上は抽選、発送は翌月 20 日頃）

応募先
〒788-8686宿毛市桜町2-1宿毛市企画課

「はなちゃんクイズ！」係　 kikaku@city.sukumo.lg.jp

応募方法
はがきかメールに ①住所②氏名③電話番号④クイズの答え
⑤「広報すくも」の感想を書いて応募先までご送付くださ
い。5 月 15 日（金）（消印有効）

Q：身体や生活の気になることを一緒に考え、毎日の安心と楽しいをサポートする〇〇〇〇〇〇ナース？

4 月号の正解
A: コンビニ
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 問  健康推進課　☎63-1113

新型コロナウイルス対策
マスク（立体型）の作り方

 1  型紙を使って、表布用と裏布用を
　　２枚ずつ作ります。

 2  接着芯（シート状の接着剤）も型紙
　　を使って2枚作り、表布2枚をアイ
　　ロンで貼ります。

 3  表布用2枚を重ね、縫い代0.5㎝で
　　縫い合わせます。

 4  表布と裏布を重ね縫い代0.5㎝で
　　上下を縫います。

 5  表に返し、上の部分から0.5㎝中心
　　から左右5㎝を縫います。その際に
　　片方は、あけておきます。

裏布も同様に縫い合わせます。

 6  あけておいたところからテクノ
　　ロートを入れ縫いとじます。

 7  両端を0.5㎝、さらに
　　1㎝折って三つ折りにして
　　縫います。

 8  20㎝（目安）のゴムを1本ずつ両サ
イドに通し結びます。結び目を中に入
れて完成です。

●ゴムの長さは調整してください。
●  2 の接着芯、  6 のテクノロートがない場合は、とばしてください。

型紙

※縫い代を含むサイズ

こども用

大人用
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日 曜 内　容 時間 場　所 問い合わせ先

10 日 宿毛市体協バドミントン大会 8:45 総合運動公園 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467
西南リーグ（ソフトボール） 9:00 宿毛市野球場 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467

11 月 ふれあい保育 9:30 市内各保育園 市内各保育園

14 木
夜間市税納付窓口開設日 17:15 市役所税務課 税務課　☎ 63-1115
マイナンバーカード・電子証明書
夜間窓口開設日

17:15 市役所市民課 市民課　☎ 63-1112

16 土

宿毛市・大月町中学校球技大会
（サッカー・バレー）

9:00 総合運動公園 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467

宿毛市・大月町中学校球技大会（野球） 9:00 宿毛市野球場 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467
宿毛市・大月町中学校球技大会（テニス） 9:00 平田公園 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467
第 1 回長距離記録会（～ 17 日） 18:00 総合運動公園 佐賀町民館　☎ 0880-55-2108

18 月 宿毛文教センター殺虫消毒日（全館休館） 宿毛文教センター 中央公民館　☎ 63-2618

19 火
出張年金相談（予約制）
※予約は幡多年金事務所へ

9:30
13:00

市役所
幡多年金事務所　
☎ 0880-34-1616（自動音声案内）

20 水 あいさつ・声かけ運動 7:00 市内全域 青少年育成センター　☎ 63-4197
21 木 通学路安全の日 7:00 市内全域 青少年育成センター　☎ 63-4197
24 日 休日市税納付窓口開設日 9:00 市役所税務課 税務課　☎ 63-1115

28 木

ほっと広場＊西
～母推（ぼすい）さんの事業～

10:00
西 地 区 防 災 コ ミ ュ ニ
ティセンター

健康推進課　☎ 63-1113

夜間市税納付窓口開設日 17:15 市役所税務課 税務課　☎ 63-1115
マイナンバーカード・電子証明書
夜間窓口開設日

17:15 市役所市民課 市民課　☎ 63-1112

29 金 認知症予防教室 14:00 聖ヶ丘病院 聖ヶ丘病院　☎ 63-2146
31 日 第 24 回西日本選手権　幡多予選（野球） 9:00 宿毛市野球場 宿毛市総合運動公園　☎ 66-1467

第 6回宿毛マラソン開催中止のお知らせ
5 月 31 日（日）に開催を予定していた「第６回宿毛マラソン」は、新型コロナウイルスの感染症拡大の状況
を勘案し、大会を中止します。
これまで開催に向けて準備や安全対策を進めてきましたが、多くのランナーをはじめボランティア、また、
沿道で応援される皆さんの健康と安全を最優先に考えやむを得ず中止せざるを得ないとの判断に至りました。
参加申込をされた皆さんには、誠に申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願いします。

 問   宿毛マラソン実行委員会 事務局　☎66-1467（平日9時～17時15分/土・日・祝日を除く）

今後開催を予定しているイベント・行事等については、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止
となる場合があります。

13·14·20·21·27·28

3・4・9・10・16・17・23・
24・30・31

6月

5月

高知けいば
パルス宿毛

休日市税納付窓口開設日
月 日 場　所 開設時間

5 24（日） 市役所税務課   9：00 ～ 17：00
※お昼休みも納付できます。

夜間市税納付窓口開設日
月 日 場　所 開設時間

5
14（木）

市役所税務課 17：15 ～ 19：00
28（木）

〈HP〉http://www.keiba.or.jp
〈i-mode〉http://www.keiba.or.jp/i/納付は 口座振替・ コンビニ納付 が便利
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人のうごき（R2.4.1 現在） 人口　20,077（-113）男　9,432  （-57） 出生　8 転入　134
世帯　10,087（-13） 女　10,645（-56） 死亡　22 転出　232

広報すくもはお年寄り・障害者・外国の方にも
読みやすいUDフォントを使用しています

新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策
正しく手を洗いましょう正しく手を洗いましょう

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

咳エチケットを心掛けましょう咳エチケットを心掛けましょう

何もせずに
咳やくしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

ティッシュ・ハンカチで
口・鼻を覆う

袖で口・鼻を覆う

3 つの密を避けましょう3つの密を避けましょう
換気の悪い密閉空間 多数が集まる密集場所 間近で会話や発生をする密接場面

クラスター（集団）感染発生のリスクが高くなります
※共同で使う物品には消毒などを行ってください。

 問  健康推進課　☎63-1113

本誌に掲載されている今後開催を予定しているイベント・行事・保健事業などについては、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止となる場合があります。
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